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第１章 基本方針・管理の水準等 

１．基本方針 

当社は、基本理念を踏まえ、首都高速道路（以下「首都高」という。）の維持、

修繕その他の管理を行ってまいります。 

２．管理の水準 

当社は、首都高の維持、修繕その他の管理を行うにあたり、独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）との「都道首都高速 1号

線等に関する協定」第 13 条に基づき、道路を常時良好な状態に保つように適正

かつ効率的に高速道路の維持、修繕その他の管理を行い、もって一般交通に支障

を及ぼさないように努めるべく、「都道首都高速 1号線等に関する維持、修繕そ

の他の管理の仕様書」（以下「管理の仕様書」という。）により実施しました。

管理の仕様書に記載の管理水準等は、通常行う管理水準等を表現したものであ

り、気象条件、路線特性、交通状況の変化等、現地の状況に応じ適切な対応を図

るため、現場判断において変更しつつ、管理業務を実施しました。 

３．管理の実施体制 

中期経営計画 2021－2023 における施策として、道路管理事業においては下記

の項目について取り組んでまいりました。 

首都圏のひと・まち・くらしを安全・円滑な首都高速道路ネットワークで

結び、豊かで快適な社会の創造に貢献するため、お客様第一の経営理念のも

とに、安全と快適を追求し、お客様に満足頂ける質の高いサービスを提供し

ます。 
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（１）安全・安心の追求 

24 時間 365 日、首都圏のひと・まち・くらしを支え続けるために 

施策 関連するアウトカム指標

適切かつ効率的な維持管理の推進 橋梁点検率

トンネル点検率

道路付属物点検率

修繕着手済橋梁数

快適走行路面率

大規模更新・大規模修繕事業の推進 ―

危機管理、災害対策の強化 橋梁の耐震補強完了率

（２）快適・便利なサービスの提供 

お客さまと地域社会から信頼され続けるために 

施策 関連するアウトカム指標

渋滞のない首都高に向けて 渋滞損失時間

交通規制時間

路上工事による渋滞損失時間

死傷事故率

逆走事故件数

人等の立入事案件数

通行止め時間

革新的な情報提供の強化 ―

地域社会との連携 SA・PAの地元利用日数

新たな料金施策の推進 ETC2.0利用率

（３）首都高グループ総合力の強化 

 グループの力を集結し、最大限の力を発揮するために 

施策 関連するアウトカム指標

首都高グループ全体の経営基盤強化 総合顧客満足度

情報発信力の強化 ―
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本社では道路管理業務の全体計画や施策の管理、評価を行っております。各施

策については、本社の保全・交通部、営業企画部、CS 推進部、技術部、計画・環

境部、更新・建設部を中心に社内で連携をとり、取り組んでいます。 

実際の現場を管理する組織として、東京の西地区を管理する東京西局、東地区

を管理する東京東局、神奈川地区を管理する神奈川局の 3局があります。なお、

特定更新等工事のうち大規模更新は更新・建設局が実施しています。各局におい

て、各施策の詳細な検討や計画、評価、実行を行います。 
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４．対象路線 

当社が維持、修繕その他の管理を行った対象は下表の通りです。 

（単位:km）    

路線名 区  間 延長 

都道首都高速１号線 台東区北上野一丁目 ～ 大田区羽田旭町 21.9 

都道首都高速２号線 中央区銀座八丁目 ～ 品川区戸越一丁目 8.5 

都道首都高速２号分岐線 港区麻布十番四丁目 ～ 港区六本木三丁目 1.5 

都道首都高速３号線 千代田区隼町 ～ 世田谷区砧公園 14.6 

都道首都高速４号線 中央区八重洲二丁目 ～ 杉並区上高井戸三丁目 18.6 

都道首都高速４号分岐線 千代田区大手町二丁目 ～ 中央区日本橋小網町 1.0 

都道首都高速５号線 千代田区一ツ橋一丁目 ～ 板橋区三園一丁目 17.8 

都道首都高速６号線 中央区日本橋兜町 ～ 足立区加平二丁目 15.6 

都道首都高速７号線 墨田区千歳一丁目 ～ 江戸川区谷河内二丁目 10.4 

都道首都高速８号線 中央区銀座一丁目地内    0.1 

都道首都高速９号線 中央区日本橋箱崎町 ～ 江東区辰巳二丁目 5.3 

都道首都高速晴海線 中央区晴海二丁目 ～ 江東区有明二丁目 2.7 

都道首都高速１１号線 港区海岸二丁目 ～ 江東区有明二丁目 5.0 

都道首都高速葛飾江戸川線 葛飾区四つ木三丁目 ～ 江戸川区臨海町六丁目 11.2 

都道首都高速板橋足立線 板橋区板橋二丁目 ～ 足立区江北二丁目 7.1 

都道首都高速目黒板橋線 目黒区青葉台四丁目 ～ 板橋区熊野町 11.0 

都道首都高速品川目黒線 品川区八潮三丁目 ～ 目黒区青葉台四丁目 9.4 

都道高速湾岸線 大田区羽田空港三丁目  ～ 江戸川区臨海町六丁目 23.1 

都道首都高速湾岸分岐線 大田区昭和島二丁目 ～ 大田区東海三丁目 1.9 

都道高速横浜羽田空港線 大田区羽田二丁目 ～ 大田区羽田旭町 0.9 

都道高速葛飾川口線 葛飾区小菅三丁目 ～ 足立区入谷三丁目 11.8 

都道高速足立三郷線 足立区加平二丁目 ～ 足立区神明一丁目 1.8 

都道高速板橋戸田線 板橋区三園一丁目 ～ 板橋区新河岸三丁目 0.7 

神奈川県道高速横浜羽田空港線 横浜市中区本牧ふ頭 ～ 川崎市川崎区殿町一丁目 21.7 

神奈川県道高速湾岸線 横浜市金沢区並木三丁目 ～ 川崎市川崎区浮島町 30.1 

埼玉県道高速葛飾川口線 川口市東領家五丁目  ～ 川口市大字西新井宿 6.7 

埼玉県道高速足立三郷線 八潮市大字浮塚  ～ 三郷市番匠免二丁目 5.7 

埼玉県道高速板橋戸田線 和光市大字下新倉  ～ 戸田市美女木四丁目 3.0 

埼玉県道高速さいたま戸田線 さいたま市緑区大字三浦 ～ 戸田市美女木四丁目 13.8 

千葉県道高速湾岸線 浦安市舞浜  ～ 市川市高谷 8.9 
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路線名 区  間 延長 

横浜市道高速１号線 横浜市西区高島二丁目 ～ 横浜市神奈川区三ツ沢西町 2.3 

横浜市道高速２号線 横浜市中区元町 ～ 横浜市保土ケ谷区狩場町 7.7 

横浜市道高速湾岸線 横浜市中区本牧ふ頭 ～ 横浜市鶴見区生麦二丁目 4.6 

横浜市道高速横浜環状北線 横浜市都筑区川向町 ～ 横浜市鶴見区生麦 8.2 

横浜市道高速横浜環状北西線 横浜市青葉区下谷本町 ～ 横浜市都筑区川向町 7.1 

川崎市道高速縦貫線 川崎市川崎区大師河原一丁目 ～ 川崎市川崎区浮島町 5.5 

合計 327.2 

※ 令和 5年 3月末時点 
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第２章 高速道路管理業務の実施状況 

１．安全・安心の確保への取り組み 

１－１．高速道路の健全性確保への取り組み 

１－１－１．高速道路の現状と課題

首都高は、昭和 37 年開通の京橋～芝浦間（4.5km）に始まり、令和 4年度末現

在で延長 327.2km が供用しており、最初の供用から 60年を超えています。現在、

経過年数 50 年以上の構造物が約 31%（約 101km）、30 年以上が約 67%（約 220km）

を占めており、きめ細かな維持管理が必要な高架橋やトンネル等の構造物比率

が約 95%と高くなっています。また、首都高は、平均で約 100 万台/日の自動車

が利用しています。中でも大型車の交通量は、東京 23 区内の地方道の約 5倍で

あり、床版設計の基本となる軸重 10 トンを超える軸重違反車両の通行も多く、

過酷な使用状況による損傷は年々増加している状況となっています。 

供用後経過年数（令和 5年 3月末現在） 
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このような状況の中、将来にわたって首都高の安全性を確保するためには、現

場が直面している課題を明らかにし、道路構造物のきめ細かな点検、的確な補

修・補強、長期的な安全性を確保するための大規模な更新・修繕、維持管理の高

度化、効率化等の安全・安心を追求する取り組みを進める必要があります。 

また、近年、高速道路における逆走や歩行者・自転車等の立入りなど、安全に

関わる社会的な課題が顕在化してきていることに加え、台風等の激甚化した風

水害や大雪時の長時間の車両滞留など、対応すべき課題が山積している状況に

あります。 

 このような状況の中、高速道路の安全性、信頼性や使いやすさを向上する観点

から「高速道路における安全・安心基本計画」を令和元年 9月に国が策定しまし

た。 

 当社としても、この基本計画で定められた内容を踏まえるとともに、国との適

切なパートナーシップの下、具体施策の実施主体として把握している利用者の

ニーズを反映した「高速道路における安全・安心実施計画」を令和 2 年 3 月 27

日に策定しました。 

 ・計画の対象：当社が管理する区間全線（約 327km） 

 ・計画の期間：概ね 10 年程度を基本 

構造種別比較 

出典：首都高速道路：令和 4 年 4 月時点 

高速自動車国道（NEXCO） ：高速道路便覧 2021 より 

大型車交通量比較 

出典：道路交通センサス(平成 27 年) 

（台／日） 

18,192 

3,745 

9,512 
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１－１－２．点検から補修までの流れ

首都高を取り巻く環境は、構造物の高齢化やサービスの多様化等で常に変化

しており、臨機応変な維持管理が求められています。 

当社では、目標設定や優先順位の意思決定等を担う技術者が中心となり、後述

のインフラマネジメントシステム       の意思決定支援ツールを活用

しつつ、合理的で効率的な維持管理計画を立案し、首都高の安全・安心の確保と

利用者サービス向上を図っています。 

また、       の活用により、維持管理水準を保ちつつ、資料作成や点

検・補修状況の確認等を効率的に実施し、構造物の安全・安心を確保しています。 

各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
情
報
の
流
れ

巡回点検 接近点検 高架下点検（鉄道交差部） 

適正な資産管理 構造物の健全度評価 効率的な補修計画立案 

データベース例 補強板によるき裂補修 

鋼床版の疲労き裂 

          を用いた効率的な点検・補修実施の概念図とその活用例®

システムを活用した損傷マップ例 

®

®



9 

道路をはじめとした様々なインフラ構造物の高齢化が進行する中、その維持

管理にかかるコストも増加傾向にあります。加えて、人口減少・少子高齢化によ

る生産年齢人口の減少や厳しい財政状況により、インフラの維持管理はさらに

困難になっており、社会問題の一つとなっています。 

このような社会が抱える課題を解決するため、当社は効率的な維持管理を実

現するインフラマネジメントシステム、      の運用及び技術開発を推

進しています。 

       とは、維持管理に必要な情報を GIS※1プラットフォーム※2に統

合するとともに、MMS※3 による 3 次元点群データ※4 の取得とその活用、ICT（情

報通信技術）※5・AI（人工知能）※6の活用により、効率的な維持管理を実現する

スマートインフラマネジメントシステムです。  

平成 29 年度に       の運用を開始し、より効率的な維持管理システ

ムを社会へ還元するため、現在も更なる新技術の開発を進めています。 

※1 GIS（Geographic Information System）：地理情報を地図上で可視化して高度な分析や迅速な判断を可能にす

る地図情報システム 

※2 プラットフォーム：情報の生成・収集・蓄積・流通・共有・利用するための基盤 

※3 MMS（Mobile Mapping System）：車両等で走行しながら建物や道路の形状などの3次元位置情報を高精度で効

率的に取得できる移動式高精度3次元計測システム 

※4 3 次元点群データ：レーザーで空間をスキャンし、物体が反射した信号から反射した点の位置（3 次元座標）

情報を記録したデータの集まり 

※5 ICT（情報通信技術）：情報処理や通信に関連する技術等の総称 

※6 AI（人工知能）：記憶、推論、学習等、人間の知的機能を代行できるようにモデル化されたソフトウェアやシ

ステム 

®

®

®
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       の主な技術は以下の通りです。 

GIS プラットフォームから構造物等

の管理に必要な全データにアクセスで

き、総合的視点で迅速に構造物の診断・

評価ができます。 

3 次元点群データ空間において、システム上で現場調査

や設計・施工等のシミュレーションができます。これによ

り、現地の既設構造物の寸法等に見合った設計や、施工機

械の作業範囲もシステム上で事前に検証でき、設計・施工

の効率化が可能です。 

 3 次元点群データから任意の箇所に

おける 2D 及び 3D の CAD 図を容易に作

成できます。また、解析技術を組み合わ

せることで的確かつ効率的に構造物の

劣化診断・予測解析が可能です。 

3 次元点群データとカメラ画像に

よる舗装の劣化指標（わだち掘れ量、

平坦性、ひび割れ率）の自動算出に加

え、舗装の穴（ポットホール）の自動

検出を行うことで、点検から補修費

算出まで自動化し、飛躍的な生産性

向上を図ります。 

 現在は、点検データに加え交通量等の各種データを用い、「損傷推定 AI エン

ジン」を活用して構造物の劣化や損傷の状況を高精度で推定する技術開発を推

進しており、より効率的な維持管理の実現を目指します。 

 施工シミュレーションの実施

®

 ポットホール自動検出

 ［首都高技術株式会社と東京大学の共同開発］

 ひび割れ自動抽出
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１－１－３．道路構造物の点検実施状況 

維持、修繕業務には、道路構造物及び道路附属物等の損傷、機能の損失、もし

くはそれらの前兆の発生状況を把握する「点検」と、損傷の進展を防ぎ機能を原

状回復させる「補修」があります。点検には、主に土木構造物に対する巡回点検、

徒歩点検、接近点検や、電気、機械、建築の各施設に対する点検があり、管理の

仕様書の作業水準に従い実施しています。 

１－１－３－１．令和４年度の取り組み 

（１）点検の種別・分類と実施状況 

令和 4年度は、令和 3年度に引き続き、河川上や街路の主要交差点上等、接近

が難しい箇所の点検に対して、特殊高所技術や簡易型高所点検用ポールカメラ

の他、点検用ドローンや点検ロボット等の新技術を活用しながら、その場の立地

条件や構造に応じた適切な点検手法により点検・診断を実施し、安全性を確認し

ています。 

また、高速道路上巡回点検においては、巡回点検車に 3 面カメラや高性能ド

ライブレコーダーを搭載した InfraDoctor により、舗装の穴や伸縮継手の破損

などを自動検出することで、損傷の見落とし防止を図っています。 

[点検頻度] 

作業名 分類 管理の仕様書の作業

水準 

令和 4年度点検 

実施数量/管理数量 

土木点検 高速道路上巡回点検 3 回/週 作業水準通り実施 

 高速道路上徒歩点検 1 回/5 年 373km/1,065km ※1

 構造物接近点検 1 回/5 年 123km/445km ※2

電気点検 トンネル照明 

設備点検 

1 回/年 

1回/2年（LED照明）
21,932灯/28,700灯

 可変情報板点検 1 回/年 480 面/493 面 

機械点検 換気ファン点検 1 回/年 270 基/270 基 

 料金所機械点検 1 回/年 176 箇所/176 箇所

建築点検 料金所構造物点検 1 回/年 176 箇所/176 箇所 

ＰＡ施設構造物点検 1 回/年 20 箇所/20 箇所 

※1 高速道路上徒歩点検の管理数量等は、延べ点検延長（上り線下り線ごと等）を記載している。 

※2 構造物接近点検の管理数量等は、上下線分離区間はそれぞれの径間長を計上しているため、供用延長とは異なる 

®
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 高速道路上徒歩点検            トンネル照明設備点検 

河川上での接近点検（特殊高所技術） 主要交差点上での接近点検 

点検用ドローン 点検用ロボット 

「InfraPatrol 」による高速上巡回点検 ®

３面カメラ
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（２）省令に基づく近接点検 

維持修繕に関する省令・告示の規定（道路法施行規則、平成 26 年 7 月 1 日施

行）に基づき、橋梁、トンネルその他道路を構成する施設等について、首都高に

おける 5 年間の点検計画を策定し、令和元年度から 2 巡目の点検を開始してお

ります。令和４年度までの橋梁の点検率は 87%、トンネルの点検率は 78%、道路

附属物等の点検率は 86%となりました。 

【2巡目の接近点検の進捗状況】 

※ 「シェッド」「大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ」は対象構造物がないため、対象外。 

※ 点検の進捗状況に記載の数量については、令和5年 3月末時点の値である。 

点検

種別 
対象構造物 単位 

管理 

数量 

R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 

接近

点検 

橋梁 径間 12,144 2,408 2,610 2,248 2,798 2,643 2,719 2,221 2,448 1,569 

トンネル ﾁｭｰﾌﾞ 67 15 16 10 13 9 12 8 11 15 

シェッド 基 － － － － － － － － － － 

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 － － － － － － － － － － 

歩道橋 橋 17 9 9 3 3 1 1 2 2 2 

門型標識柱 基 1,320 195 222 171 352 282 285 237 279 182 
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令和4年度に接近点検が完了した構造物全体の判定区分は以下のとおりです。

緊急措置を要する判定区分Ⅳの構造物はありませんでした。早期の補修が必要

な判定区分Ⅲについては、対策方法を検討し、計画的に補修を実施していきます。 

【令和 4年度の点検結果】 

※ 管理数量及び点検結果の数量については、令和5年 3月末時点の値である。 

※ 判定区分  Ⅰ：健全， Ⅱ：予防措置段階， Ⅲ：早期措置段階， Ⅳ：緊急措置段階 

対象構造物 単位 

管理 

数量 

令和元,２,３年度点検結果（※判定結果） 

【累計】 

令和４年度点検結果（※判定結果） 点検実施率 

(R1～R4/全体) 

 Ｉ Ⅱ Ⅲ Ⅳ  Ｉ Ⅱ Ⅲ Ⅳ  

橋梁 径間 12,144 8,127 3,144 4,836 147 0 2,448 679 1713 56 0 87% 

トンネル ﾁｭｰﾌﾞ 67 41 4 36 1 0 11 2 9 0 0 78% 

シェッド 基 － － － － － － － 0 0 0 0 － 

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 － － － － － － － 0 0 0 0 － 

歩道橋 橋 17 13 3 10 0 0 2 0 2 0 0 88% 

門型標識柱 基 1,320 859 817 37 5 0 279 205 70 4 0 86% 

令和 4年度 省令に基づく点検完了構造物の判定区分 
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１－１－３－２．今後の取り組み 

令和 5 年度も令和 4 年度に引き続き、その場所の立地条件や構造に応じた適

切な点検手法により計画的に点検を実施していきます。 

【アウトカム指標】点検率（橋梁、トンネル、道路附属物等） 

 指標の定義：省令に基づく点検の実施率【累計】 

対象構造物 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

実績値 実績値 実績値 実績値 

橋梁 21% 45% 67% 87%

トンネル 24% 43% 61% 78%

道路附属物等 17% 44% 65% 86%
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【平成 26～令和 4年度に点検した判定区分Ⅲ・Ⅳの補修状況】 

点検 

年度 
構造物 単位 

診断区分Ⅲ 

施設数 

H30 年度迄 

補修済 

R 元年度

補修済 

R2 年度 

補修済 

R3 年度 

補修済 

R4 年度 

補修済 

R5 年度 

計画 
合計 

H 

2 

6 

年 

度 

橋梁 径間 277 277      277 

ﾄﾝﾈﾙ 箇所 2 2      2 

ｼｪｯﾄﾞ 基 -       0 

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 -       0 

歩道橋 基 -       0 

門型標識 基 7 7      7 

H 

2 

7 

年 

度 

橋梁 径間 174 168 6     174 

ﾄﾝﾈﾙ 箇所 -       0 

ｼｪｯﾄﾞ 基 -       0 

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 -       0 

歩道橋 基 -       0 

門型標識 基 -       0 

H 

2 

8 

年 

度 

橋梁 径間 81 73 8     81 

ﾄﾝﾈﾙ 箇所 -       0 

ｼｪｯﾄﾞ 基 -       0 

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 -       0 

歩道橋 基 -       0 

門型標識 基 2 2      2 

H 

2 

9 

年 

度 

橋梁 径間 35 30 5     35 

ﾄﾝﾈﾙ 箇所 1 1      1 

ｼｪｯﾄﾞ 基 -       0 

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 -       0 

歩道橋 基 -       0 

門型標識 基 2 2      2 
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H 

3 

0 

年 

度 

橋梁 径間 23  12 11    23 

ﾄﾝﾈﾙ 箇所 3  3     3 

ｼｪｯﾄﾞ 基 -       0 

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 -       0 

歩道橋 基 1   1    1 

門型標識 基 -       0 

R 

元 

年 

度 

橋梁 径間 57   32 25   57 

ﾄﾝﾈﾙ 箇所 -       0 

ｼｪｯﾄﾞ 基 -       0 

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 -       0 

歩道橋 基 -       0 

門型標識 基 1    1   1 

R 

2 

年 

度 

橋梁 径間 40    24 16  40 

ﾄﾝﾈﾙ 箇所 -       0 

ｼｪｯﾄﾞ 基 -       0 

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 -       0 

歩道橋 基 -       0 

門型標識 基 3    3   3 

R 

3 

年 

度

橋梁 径間 50 35 15 50

ﾄﾝﾈﾙ 箇所 1 1 1

ｼｪｯﾄﾞ 基 - 0

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 - 0

歩道橋 基 - 0

門型標識 基 1 1 1

R 

4 

年 

度

橋梁 径間 56 34 34

ﾄﾝﾈﾙ 箇所 -

ｼｪｯﾄﾞ 基 -

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 基 -

歩道橋 基 0

門型標識 基 4 3 3

※補修の進捗状況に記載の数量については、令和5年 3月末時点の値である。 
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１－１－４．道路構造物の補修実施状況

お客さまが安全かつ安心して首都高をご利用頂けるよう、道路構造物を健全

に保つため、計画的に補修を推進していきます。

１－１－４－１．令和４年度の取り組み 

（１）土木構造物の補修 

点検で発見された補修が必要な損傷に対して、優先順位を設定し、管理の仕様

書等に基づき計画的かつ適切に補修を実施しました。 

令和 4年度の土木構造物の補修は、平成 25 年度より実施体制の強化として補

修班の 3 割増強等を図った体制を維持し、緊急対応が必要な損傷の全 945 箇所

の補修を実施するとともに、計画的に対応する損傷に対しては、30,490 箇所の

補修を実施しました。 

作業水準 単位 
令和 3年度末 

残存損傷数 

令和 4年度 令和 4年度末 

残存損傷数 損傷発見数 補修件数 

緊急対応が必要な損傷※1 箇所 0 945 945 0 

計画的に対応する損傷※2 箇所 47,161 21,090 30,490 37,761 

※1 性能回復のため、緊急対応を要する損傷で、構造物全体の安全性に影響のある損傷及び構造物全体の安全性には影

響しないが、高速道路利用者又は第三者被害を生ずる恐れのある損傷 

※2 性能の低下があり、次回点検までに計画的な対応を要する損傷 
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損傷及び補修事例

緊

急

対

応

が

必

要

な

損

傷

計

画

的

に

対

応

す

る

損

傷

補修後（伸縮装置の取替え） 補修前（伸縮装置の破損）

補修後（鋼床版部舗装の打換え） 補修前（鋼床版部舗装の損傷） 

補修後（当て板補強） 補修前（鋼桁の疲労き裂） 

補修前（鋼構造物の塗装劣化） 補修後（鋼構造物の耐久性向上） 
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（２）付属施設物の補修 

施設関連については土木構造物と同様に、点検で発見された補修が必要な損

傷に対して、優先順位を設定し、管理の仕様書等に基づき計画的かつ適切に補修

を実施しました。 

令和 4年度は、緊急対応が必要な損傷の 111 箇所の補修を実施しました。 

また、計画的に対応する損傷に対しては、10,812 箇所の補修を実施しました。 

作業水準 単位 
令和 3年度末 

残存損傷数 

令和 4年度 令和 4年度末 

残存損傷数 損傷発見数 補修件数 

緊急対応が必要な損傷※1 箇所 0 111 111 0 

計画的に対応する損傷※2 箇所 14,931 9,703 10,812 13,822 

※1 性能回復のため、緊急対応を要する損傷で、災害時の避難に支障を生ずる恐れのある損傷 

※2 性能の低下があり、次回点検までに計画的な対応を要する損傷

損傷及び補修事例

緊

急

対

応

が

必

要

な

損

傷

計

画

的

に

対

応

す

る

損

傷

補修後（ケーブルの取替え） 補修前（黄色点滅等の不点灯） 

補修前（配線路の腐食） 補修後（配線路の取替え） 
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１－１－４－２．今後の取り組み 

未補修及び点検により発見される新たな損傷箇所については、「      」

を活用しつつ補修計画を作成し、合理的かつ効率的な維持管理を実施していき

ます。 

【アウトカム指標】修繕着手済率（橋梁、トンネル、道路附属物） 

指標の定義：平成 26 年度から当該年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳと判定された橋梁

のうち、当該年度までに修繕（設計を含む）に着手した割合 

※ 要修繕数は平成26 年度から当該年度の前年度までに点検し、判定区分Ⅲ、Ⅳと診断された数 

《令和 5年度目標値の考え方》 

令和 5年度の目標値については、下記の通り設定しました。 

橋    梁：令和 3年度までの点検で未着手の 15 径間及び令和 4年度点検で

未着手の橋梁のうち、34 径間の補修に着手。（累計で 771 径間） 

ト ン ネ ル：令和 4年度までの点検で未着手はなし。 

道路附属物等：令和 3 年度までの点検で未着手はなく、令和 4 年度点検で未着

手の道路附属物等のうち、3施設の補修に着手。(累計で 20 施設)

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

橋梁 

修繕着手済率 98％ 97％ 98％ 97％ 

修繕着手済数 671 径間 712 径間 722 径間 771 径間 

要修繕数※ 687 径間 737 径間 737 径間 793 径間 

トンネル 

修繕着手済率 100％ 100％ 100％ 100％ 

修繕着手済数 6 箇所 7 箇所 7 箇所 7 箇所 

要修繕数※ 6 箇所 7 箇所 7 箇所 7 箇所 

道路附属物等 

修繕着手済率 100％ 100％ 100％ 95％ 

修繕着手済数 16 施設 17 施設 17 施設 20 施設 

要修繕数※ 16 施設 17 施設 17 施設 21 施設 

®
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１－２．特定更新等工事の内容及び進捗状況

首都高では平成 25 年 1 月 15 日に

「首都高速道路構造物の大規模更新

のあり方に関する調査研究委員会」よ

り、大規模更新のあり方に関する提言

を受けました。この提言を踏まえつつ

「首都高速道路の更新計画」を策定

し、平成 26 年 11 月 20 日に国土交通

大臣から更新事業の実施について許

可を受けました。 

順次、事業実施に向けて必要な諸手

続きを行っていきます。 

大規模更新では、長期の耐久性を確

保し、維持管理が容易な構造に更新し

ます。また、更新に併せて渋滞緩和や

走行安全性の向上等、道路機能の強化

を図るとともに、周辺のまちづくり

（都市再生）と連携して検討を進めて

いきます。 

大規模修繕では、橋梁単位で全体的

に補修を行うことにより、新たな損傷の発生・進行を抑制しつつ長期の耐久性を

向上させます。 

※1 築地川区間については、都市再生（まちづくり）と連携した更新検討・調整中 

※2 四捨五入の関係により、合計が一致しない場合がある

区分 対象箇所 延長 事業費（税込） 事業年度（工事着手年度） 

大規模更新 

東品川桟橋・鮫洲埋立部 1.9km 1,627 億円 平成 26～令和 10年度（平成 27 年度） 

高速大師橋 0.3km 437 億円 平成 27～令和 7年度（平成 29年度） 

池尻・三軒茶屋 1.5km 713 億円 平成 27～令和 9年度（平成 27年度） 

竹橋・江戸橋（日本橋区間） 3.3km 3,437 億円 平成 27～令和 22年度 

銀座・京橋（築地川区間） 1.5km 597 億円 平成 27～令和 10年度※１

小計 8.5km 6,812 億円   

大規模修繕 3 号渋谷線、4号新宿線 他 55.2km 2,535 億円 平成 26～令和 6年度（平成 26年度） 

合計 63.7km 9,347 億円 

更新計画 対象箇所図 
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（１）大規模更新の概要と実施状況【東品川桟橋・鮫洲埋立部】

東品川桟橋は海上部に建設されており、橋桁と海水面との空間が極めて狭く、

点検・補修が非常に困難です。さらに、海水による激しい腐食環境によりコンク

リート剥離や鉄筋腐食等の重大な損傷が多数発生しています。 

また、鮫洲埋立部は、鋼矢板を用いた仮設と同等の埋立構造となっており、鋼

矢板等の損傷により、過去に路面の陥没等の重大な損傷が発生しています。 

これまで部分的な補修、補強を行っているものの、損傷の状況及び長期的な使

用に適さない構造であること等から、この区間については大規模更新が必要で

す。東品川区間の更新においては、海水面から一定程度離れた高架構造としてお

り、恒久足場の設置や橋脚基部の防食対策を強化することで、耐久性・維持管理

性の向上を図っています。また、鮫洲区間はプレキャストボックス構造とするこ

とで、耐久性・維持管理性の向上を図っています。 

平成 29 年 9 月に上り線をう回路に切り替え（STEP①）、令和 2年 6月に下り

線を新たに造り変えた将来の更新上り線に暫定運用として切り替えを行いまし

た（STEP②）。これにより、現在は上下線ともに、損傷した既設構造物を使用せ

ず、新設構造物にて交通運用を行っています（STEP③）。 

令和 4 年度は更新下り線の下部工及び上部工の施工を行いました。令和 5 年

度は引き続き更新下り線の下部工及び上部工の施工を実施する予定です。 

東品川桟橋・鮫洲埋立部の損傷状況 

東品川区間更新イメージ 鮫洲区間更新イメージ 
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東品川桟橋部施工状況         鮫洲埋立部施工状況 

施工ステップ 

更新上り線

（暫定下り線）
更新下り線

（工事中）

更新上り線

（暫定下り線）

更新下り線

（工事中）
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（２）大規模更新の概要と実施状況【高速大師橋】

 多摩川を渡る高速大師橋は、重交通による極めて過酷な使用状況により、多数

の疲労き裂が発生しています。補修・補強はその都度実施しているものの、新た

なき裂の発生が後を絶たない状況にあります。 

 高速大師橋は、上部工の構造が疲労損傷の発生しやすい構造となっており、そ

の構造を抜本的に見直す必要があるため、橋梁全体を架け替えることとしてい

ます。 

令和 4 年度は大ブロック橋桁の水上運搬及び橋桁移動設備上で新設橋の組み

立てを行いました。令和 5 年度は 2 週間通行止めにより既設橋及び新設橋を河

川上で移動する架け替え、その後、既設橋の解体等を実施する予定です。 

 大ブロック橋桁の水上運搬状況     新設橋の組み立て状況 

鋼床版の損傷状況 
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（３）日本橋区間地下化の概要と実施状況 

神田橋 JCT～江戸橋 JCT は、重交通による過酷な使用状況にあるため、鋼桁

の切欠き部の疲労き裂等の重大な損傷が多数発生していることから、構造物の

更新が必要になっており、平成 26 年に大規模更新（高架での造り替え）として

事業化しました。 

 その後、平成 28 年に日本橋川沿いの 3 地区が国家戦略特区の都市再生プロジ

ェクトに追加されたことにより、日本橋周辺のまちづくりの機運が高まり、平成

29 年 7 月、国土交通大臣と東京都知事より、民間のまちづくりと連携しながら

日本橋周辺の首都高速の地下化に向けて取り組むことが発表され、平成 29 年 11 

月～平成 30 年 7 月に国、東京都、中央区、首都高速道路株式会社による「首都

高日本橋地下化検討会」が行われ、令和元年 10 月の都市計画決定を経て、令和

2年 3月に事業許可、令和 2年 4月に都市計画事業認可を取得し、日本橋区間地

下化事業として事業化がされました。 

地下ルートを整備するにあたっては、日本橋川内での工事に先立ち、河川内の

橋脚を撤去して、日本橋川の水位を下げる必要があります。そのため、呉服橋出

入口と江戸橋出入口の橋桁及び橋脚等を先行して撤去を行うこととしており、

令和 3年 4月に撤去工事に着手しました。 

令和 4 年度は上記出入口の橋桁撤去工事を行い、江戸橋出入口の橋桁撤去が

完了しました。令和 5 年度は江戸橋出入口の橋脚撤去工事、呉服橋出入口の橋

桁及び橋脚撤去工事を実施する予定です。 

日本橋区間地下化事業の概要図  
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地下化前後の日本橋川周辺のイメージ 

呉服橋・江戸橋出入口撤去工事の概要 

呉服橋出入口・江戸橋出入口撤去イメージ 

地下化前 地下化後 

※再開発の計画は現時点の情報を基に作成したイメージです。 
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呉服橋出入口 橋桁撤去状況     江戸橋出入口 橋桁撤去状況 
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（４）大規模修繕の概要と実施状況 

大規模修繕は、重大な損傷が発生している箇所もしくは重大な損傷が今後発

生する可能性の高い橋梁を径間単位で全面的に修繕することにより、新たな損

傷の発生・進行を抑制し、長期耐久性を向上させるものです。 

 令和 4年度は高速 7号小松川線などで鋼桁、鋼橋脚の補修や高速 11 号台場線

で鋼床版 SFRC（鋼繊維補強コンクリート）舗装等を行いました。令和 5 年度も

引き続き、高速 1号横羽線で鋼桁、鋼橋脚の補修、高速 11 号台場線で恒久足場

の設置等を実施する予定です。 

鋼桁の塗替塗装施工状況          鋼床版 SFRC 舗装施工状況 

大規模修繕の主な実施工種 
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１－３．交通事故削減への取り組み 

お客さまに首都高を安全にご利用いただくため、様々な交通安全対策を行っ

ています。 

１－３－１．令和４年度の取り組み

令和 4 年度は、令和 3 年度の交通事故多発箇所を中心に、分合流区間での施

設接触事故や追突事故・車両接触事故への対策等各種安全対策を行いました。具

体的には、分合流区間での路面標示や減速レーンマーク、注意喚起看板の設置を

重点的に実施しました。また、二輪車の交通安全対策実施方針に基づき、フィン

ガージョイント滑り止め補修を実施しました。 

その他にも、下記の活動を実施しました。 

・スマートドライバープロジェクトをはじめ、各種交通安全キャンペーンを

通じた安全運転に対する啓発活動を実施 

・雨の日事故防止、渋滞中の事故防止、二輪車の重大事故防止キャンペーン

等を展開 

・全国交通安全運動、高速道路交通警察隊と合同で交通安全キャンペーンや

安全運転啓発活動を実施 

・二輪車、原動機付自転車安全啓発・注意喚起チラシを用いた広報を実施 

路面標示 

（追突事故対策） 

減速レーンマーク 

（施設接触事故対策） 

フィンガージョイント滑り止め 

維持補修（二輪車事故対策） 

施工前 

施工後 

交通安全キャンペーン 二輪車安全啓発チラシ 
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－65件

－243件
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令和 4年の死傷事故率※1は 8.6 件／億台キロとなり、前年に比べて 0.5 件/億

台キロ増加しました。コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進んでいること

により交通量が回復傾向にあることから、全体の交通事故発生件数が増加した

影響と考えられます。 

※1 警察庁調べ

令和 4 年度の交通事故発生件数※2は 8,393 件となり、前年度に比べて 649 件

増（8%増）であり、追突事故が 595 件増、車両接触事故が 362 件増、施設接触事

故が 243 件減となりました。 

※2 当社調べ

死傷事故件数、死傷事故率の推移 

交通事故発生件数、施設接触、追突事故件数の比較 
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１－３－２．今後の取り組み 

今後も、下記の対策や啓発活動を実施していきます。 

・箇所別の事故発生状況に応じた交通安全対策（追突、車両接触、施設接触）

を引き続き実施 

・各種 SNS、ETC2.0、カーナビ、スマートドライバー活動等の多様なチャンネ

ルを活用し、関係機関と連携しながら交通安全啓発を強化 

・交通流の変化や渋滞状況に応じた交通安全対策の実施 

・必要に応じて既設安全対策の見直し検討・実施 

・交通安全団体への安全運転講習の実施 

・高速道路交通警察隊等の関係機関と連携した事故防止策の実施 

【アウトカム指標】死傷事故率 

指標の定義：自動車走行車両 1億台キロあたりの死傷事故件数 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

（R7） 

8.1 

件/億台キロ 

9.2 

件/億台キロ 

8.6 

件/億台キロ 

9.0 

件/億台キロ

9.0 

件/億台キロ 

※ 数値は、1/1～12/31 間の年間値 

《令和 5年度目標値の考え方》 

令和 4 年度は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進んでいることによ

り、前年と比較し交通量、渋滞損失時間ともに増加しています。また徐々に新型

コロナウイルス感染症拡大前の交通量へ回復していくことも考慮し、令和 5 年

度の目標値は 9.0 件／億台キロと設定しました。 
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１－４．立入・逆走対策への取り組み 

１－４－１．これまでの取り組み 

車の逆走、歩行者・自転車等の立入りによる事故を防止するため、各出入口共

通の注意喚起対策として、大型注意喚起看板や立入禁止看板等の設置を進めて

います。

１－４－２．令和４年度の取り組み 

（１）高速道路上への人等の立入対策 

令和 4年度においても、警視庁と「立入者等事故防止対策検討会」を継続して

実施しました。この検討会では、立入､逆走事案に関する情報共有、対策案に関

しての事前紹介･討議を実施することで、個別対策への協議を円滑に進めること

ができ、結果として早期対策の実施に繋がりました。また、３０箇所の出入口を

対象に注意喚起看板や路面ピクト等の現地状況に応じた対策に着手するととも

に、WEB 記事やテレビ番組内での注意喚起等の様々なメディアを用いた啓発活動

を実施しました。 

また、近年のフードデリバリーサービス業者による立ち入りや原付による立

ち入りを防止するため、Twitter 等の SNS 媒体を用いた注意喚起動画の発信や立

入の多い出入口周辺の商業施設等へ注意喚起ポスターの配布・掲示を実施して

います。 

【ハード対策】 

・原付注意喚起看板の設置 (原付の目線位置を考慮) 

・････････永福上入口 

・ラバーポールの設置(歩行者や自転車の進入位置を考慮) 

   ･･････････扇大橋内入口 

・カラー路面表示の設置(着色により高速道路と一般道の区別を図る) 

････････････阪東橋上出口 

立入防止カラー舗装 

（阪東橋上出口） 

ラバーポール 

（扇大橋内入口） 

原付注意喚起看板 

（永福上入口） 
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【ソフト対策】 

・立入者に対して警告書の発布 

・ナビアプリ設定方法に関するチラシの配布 

・立入防止のチラシ及びポスターを作成し、商業施設等にて掲示 

・当社ホームページや Twitter などの SNS を活用した注意喚起 

立入注意喚起動画 

（Youtube 等の SNS を活用した広報） 

立入注意喚起ポスター 

（大学、商業施設、ガソリンスタンド等での掲示） 
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（２）逆走防止対策 

既設の出口部での立入防止を兼ねた逆走対策として、注意喚起看板等を設置

しております。併せて各種キャンペーンでチラシを配布するなどソフト対策も

継続して実施しています。 

また、本線合流部での逆走対策として、高輝度矢印板･文字板やラバーポー

ル、路面矢印を全本線合流部の全箇所に設置完了しております。 

【ハード対策】 

・高輝度矢印板･文字板、ラバーポール、路面矢印を全本線合流部にて設置を

完了しております。 

【ソフト対策】 

・ チラシを各種キャンペーンにて配布 

本線合流部逆走対策事例(三郷 JCT) 

キャンペーンでのチラシ配布の様子 逆走防止チラシ 
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（３）検知･警告システム 

料金所のない（人がいない）立入実績のあった箇所や構造上立入りやすいと思

われる出入口 106 箇所について、センサーを用いた立入、逆走・検知警告システ

ムを導入しています。システムの導入に伴い、首都高に立入った方の立去りや迅

速な通報につながっています。 

検知･警告システム概要 検知･警告システム検知例 

                          （目黒入口） 

１－４－３．今後の取り組み

今後も、下記の活動を実施していきます。 

（１）人等の立入対策

・立入実績の多い箇所及び重大事故リスクの高い出口を優先して、立入、逆

走検知・警告システムの導入を推進 

・システム設置と並行して出口部に黄色カラー舗装を実施 

・入口部は外国人や原付が多くを占めており、外国人を対象とした理解度ア

ンケートで検証済みの原付注意喚起看板や路面ピクトの施工を展開 

・アプリ会社へのナビ設定に関する更なる改善や配達業者への指導徹底を

継続して実施 

・Twitter、youtube 等のこれまで使用した広報以外にも様々なメディアを

用いた啓発を引き続き推進 

（２）逆走対策

・認知症者に効果的な対策を検討 

・引き続き、逆走車に対するセンサーによる自動検知及び警告を行う立入、

逆走検知・警告システムの導入を推進 

・現場状況や逆走案件の分析を行い、対策項目の改良と見直しを実施 

・ソフト対策として、チラシやホームページ、SNS 等を活用した注意喚起を

実施 
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【アウトカム指標】人等の立入事案件数 

指標の定義：歩行者、自転車、原付が高速道路に立入り、保護した事案の件数 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

（R7） 

381 件 380 件 419 件 370 件 370 件 

※ 歩行者、自転車、原付の合計 

《令和 5年度及び中期目標値の考え方》 

令和 5年度は、令和 4年度の目標値から 10 件/年度減らす方針としました。 

【アウトカム指標】逆走事故件数 

指標の定義：逆走による事故発生件数 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

（R7） 

3 件 0 件 1 件 0 件 0 件 

【アウトカム指標】逆走事案件数 

指標の定義：交通事故又は車両確保に至った逆走事案の件数 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

実績値 

8 件 5 件 
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１－５．大雪、地震などの自然災害への対策 

１－５－１．積雪、凍結対策

（１）令和４年度の積雪・凍結対策の状況 

令和 4年度の積雪・凍結対策の状況は、気象予測情報に基づき、雪凍態勢を 9

回構築し、タイムラインに従って下表のとおり適切に対策を実施しました。 

日付 対策内容 通行止め 車両滞留 

令和 5年 1月 6 日～ パトロール なし なし 

令和 5年 1月 17 日～ 
パトロール 

凍結防止剤散布 
なし なし 

令和 5年 1月 19 日～ 
パトロール 

凍結防止剤散布 
なし なし 

令和 5年 1月 22 日～ パトロール なし なし 

令和 5年 1月 24 日～ 

HP 広報 

パトロール 

凍結防止剤散布 

なし なし 

令和 5年 1月 27 日～ 
パトロール 

凍結防止剤散布 
なし なし 

令和 5年 2月 3 日～ パトロール なし なし 

令和 5年 2月 9 日～ 

HP 広報 

パトロール 

凍結防止剤散布 

ダンプ走行 

あり なし 

令和 5年 2月 25 日～ パトロール なし なし 

（２）主な取り組み方針 

近年の雪の経験を踏まえ、「長時間の車両滞留」及び「通行止めの長期化」の

再発防止を基本方針とし、作成したタイムライン（段階的な行動計画）に基づき、

大雪時の道路交通確保に向けた様々な取り組みを実施していきます。また、積

雪・凍結対策については、管理の仕様書の作業水準に従い実施しています。 
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① 「長時間の車両滞留」の防止 

・早期通行止め・予防的通行止め 

積雪・凍結対策体制構築後に、事故や車両立ち往生などが発生する可能性

が高まり、その後の気象予測で車両滞留発生の恐れがある場合に早期通行止

めを実施します。また、気象予測の段階で大雪が予想された場合には、事前

に当社 web サイト、mew-ti※、SNS（Twitter 等）で広報した上で予防的通行

止めを実施します。※首都高のリアルタイム交通情報サービス

・車両立ち往生発生リスク箇所への対応 

   車両立ち往生のリスク箇所について、監視体制を強化しています。万が一

お客さまの車両立ち往生が発生した場合、付近に事前配備したレッカー車

により迅速に車両移動を行います。 

②「通行止めの長期化」の防止 

・除排雪態勢の強化、除排雪作業の迅速化 

  より早期の通行再開に向けて、除排雪態勢の強化及び除排雪作業の迅速化

を図ります。 

③確実な情報提供 

・お客さまへの適切な情報提供 

  気象情報等に基づく適切な通行止め予測の事前広報を実施します。事前広

報、交通規制等の情報は当社 Web サイト、mew-ti、SNS（Twitter 等）、文字

情報板や日本道路交通情報センターの放送によりお知らせしています。 

  また、トンネル内のお客さまに対しては、拡声放送設備、ラジオ再放送を

活用し、情報提供を行います。 

④関係機関との連携強化 

 ・警察や関係機関との連携 

   通行止めや通行再開時の連携について、警察、国土交通省、他の高速道路

会社との事前調整を行います。 

凍結防止剤の散布状況     除雪作業の状況      情報提供（Twitter）
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１－５－２．台風及び集中豪雨等の滞水対策

降雨時における首都高の正常な機能を維持するため、滞水による交通障害を

少なくし、交通障害時間を短縮して、お客さまの安全・安心の確保に努めていま

す。当社では滞水対策に係る業務マニュアルを作成し、主に以下の対応を行って

います。 

①滞水注意箇所の事前の対応 

気象予測により 48 時間後までの降水量を把握し、排水桝の事前清掃を実施

しています。また、降雨期（4月～11 月）は、週 1回を基本とした排水桝の事

前清掃を実施しています。

②態勢の構築 

気象情報を事前に把握し、各局と本社において予め災害対策本部を設置し、

滞水処理班を適宜増班し、降雨に備えています。 

③路面状況の監視及び情報収集と出動 

降雨時における交通管制室での監視カメラや交通パトロール等により滞水

状況を把握しています。必要に応じ滞水処理班の出動指示を行います。 

④お客さまへの情報提供 

気象情報等に基づく適切な事前広報を実施します。降雨時には、走行中のお

客さまへ文字情報板による注意喚起を行っています。 

⑤対策のフォローアップ 

毎年の滞水箇所の状況を把握し、必要なハード対策（排水桝の増設や路面の

勾配修正等）の確認や実施状況を定期的にフォローアップしています。 

路面滞水処理状況        文字情報板での注意喚起 
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１－５－３．大地震の発生を想定した業務継続計画

当社では、大地震発生時に被害を受けても災害対策業務を実施し、緊急交通路

としての機能を確保するため、「大規模地震の発生を想定した業務継続計画

（BCP）」を以下のとおり策定してきました。 

第 1版 平成 21 年 10 月 ― 

第 2 版 平成 23 年 10 月 東日本大震災によって明らかとなった課題及び

その対応策を踏まえ、策定 

第 3版 平成 26 年 12 月 内閣府中央防災会議から首都直下地震の新たな

被害想定が発表されたこと及び災害対策基本法

の改正（平成 26 年 11 月）により、同法に道路

管理者による放置車両等の移動に関する規定が

盛り込まれたこと等を踏まえ、策定 

第 4版 平成 30 年 3 月 防災体制及び道路啓開に関する各種課題解決に

進捗が図られたこと等を踏まえ、策定 

第 5版 令和元年 6月 第 4版での検討課題や地震防災訓練で確認され

た課題への対応や地震防災訓練で確認された課

題の整理等を踏まえ、策定 

第 6版 令和 2年 6月 平成 30 年 6 月に発生した大阪北部地震に関する

対応の振り返りなどを踏まえ、策定 

第 7版 令和 3年 6月 第 6版での検討課題や地震防災訓練で確認され

た課題等を踏まえ、策定

この BCP を踏まえ、地震防災訓練を始め各種訓練に取り組んでいます。 
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１－５－４．業務継続計画（BCP）の概要

本部長代行者の常駐

参集体制

交通特別パトロール

震度 5強から、ほぼ全社員が参集する体制を構築。 

特に事業所の近傍（概ね半径 6km 以内）に居住する社員を初

期参集要員として指名 

勤務時間外に大地震が発災した場合、本部長（社長）代行であ

る担当役員又は保全・交通部長等が直ちに本社に駆けつける

体制を構築 

地震後、高速道路上における路面点検を概ね 3時間で実施 

迅速な点検
点検優先路線（全体の約 3割）を定め、高架下点検を概ね 3時

間で実施 

道路啓開
緊急車両の通行確保のため、優先路線では発災から 24 時間以

内にいずれかの路線の 1 車線以上を確保するために放置車両

の移動、段差修正などを実施 
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１－５－５．地震防災対策の推進

当社では、兵庫県南部地震規模の大地震を想定した地震防災対策として橋脚

耐震補強、長大橋耐震補強を平成 8年度以降継続して推進しており、落橋・倒壊

等の致命的な損傷を防ぐ対策を平成 24 年度に完了しています。また、平成 28 年

4 月に発生した熊本地震を踏まえ、ロッキング橋脚等を有する橋梁の耐震補強を

推進しています。 

令和 4 年度は、ロッキング橋脚等を有する橋梁の耐震補強を推進するととも

に、その他の橋梁の耐震設計、関係機関との協議及び工事等を進めてきました。 

また、地震により橋梁の繋ぎ目に段差及び開きが発生した場合、車両の通行が

できなくなる場合があります。緊急車両（警察、消防、自衛隊等の車両）の通行

を可能とするため、早期の応急復旧が必要とされます。 

 緊急交通路を早期に確保するためには、路面に生じた段差を速やかに修正し、

放置車両を移動し、緊急車両の通行帯を確保する「道路啓開」を実施する必要が

あります。 

被害状況イメージ

橋梁損傷事例

補強部材 

長大橋の耐震補強 

（レインボーブリッジ主塔下路部の補強） 

上部工の耐震補強 

（落橋防止装置の設置） 
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（１）段差修正材、開き修正材の活用 

応急復旧に一般的な建設資材である鋼材等を用いる場合、その運搬及び設置

のために吊上げ機材を搭載した車両が必要になりますが、滞留した車両により

応急復旧箇所に接近できない可能性があります。 

このため、人力により設置可能でかつ大型車を含めた車両の通行にも耐えら

れる「FRP 製渡し板（F-Deck）」、「EPS フラットブロック」及び「EPS スロープ」

を活用しています。 

（２）応急復旧資機材の配備 

応急復旧資機材は、都心部での現地調達が困難であることを勘案し、「FRP

製渡し板（F-Deck）」、「EPS フラットブロック」、「EPS スロープ」等の段差修

正材を、被災想定箇所付近の管理用地等に配備（備蓄）しています。 

（３）関係機関等との連携強化 

関係機関等との連携強化として、次のような取り組みを実施しています。 

・国土交通省関東地方整備局、東京都、埼玉県、神奈川県等の防災訓練及び

通信訓練等に参加 

（令和 4 年度は、11 月 17 日の関東地方整備局首都直下地震防災訓練等に参

加） 

・災害復旧について応援体制や相互協力体制を構築するための協定書、確認

書等を高速道路会社、自衛隊、一般社団法人日本建設業連合会、東京ガス

株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、東京電力ホールディングス株式会社及び東

日本電信電話株式会社と締結。今後も強化を図る予定 

段差修正材の設置状況 開き修正材の設置状況 大型車の通行状況

EPS スロープFRP 製渡し板（F-Deck） EPS フラットブロック
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（４）防災訓練等の実施 

令和 4年度は次のような防災訓練を実施しています。 

・総合防災訓練（令和 4年 9月 6日） 

・初期参集要員対応訓練（令和 4年 10 月 14 日、10 月 17 日） 

・災害対策本部移設訓練（令和 4年 12 月 21 日） 

（５）お客さまへの PR 

大地震発生時には、緊急車両の通行の支障となる放置車両を極力減らすため、

できるだけ左側に寄せて停車していただくように当社ホームページや首都高

防災ガイド等で PR しています。 

（６）常設化した本社災害対策室を活用した取り組み 

大雨や台風をはじめとする自然災害や積雪・凍結、首都直下地震といった首

都高速道路を取り巻く危機に対して、迅速かつ的確に対応する必要があります。

そのため、CCTV 映像、総合防災情報システム、総合交通情報システムの映像

を表示することができる災害対策室を本社へ常設設置することで、初動対応の

一層の迅速化や災害対応時の現場情報等の集約化が可能となり、災害対応力を

強化しています。 

〇８面大型モニターを設置 

  現場情報（CCTV 映像、総合防災情報システムに登録された被害情報等）を

集約・共有 

〇テレビ会議システムの活用 

  本社災害対策本部・現地対策本部間の連携・情報共有を促進 

 〇無停電化 

  首都直下地震や台風等による停電に備えて、無停電電源回路を採用 

本社災害対策室
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１－５－６．防災対策機能強化の取り組み

平成 30 年 1 月の大雪では、首都高速道路で大規模な車両滞留が発生すると

ともに総延長の 7割が通行止めとなり、全面通行再開までに 4日間を要する事

象が発生しました。大雪時の道路交通確保するために、交通状況や異常状況の

監視を行うための交通管制用テレビカメラ（以下、CCTV）の整備やInfraPatrol

などによる路面監視を進めております。 

特に、冬場の大雪等によるお客さまの車両スタック事象等、災害等や緊急時

における道路状況の迅速かつ的確な把握と対応に向けて、次のような取り組み

を実施しております。 

・高架部（明かり部）の CCTV を増設 

・既設固定式から旋回ズーム式に変更 

 また、その他にも凍結防止材製造・貯蔵施設、融雪車両・排除雪車両の増

強・更新、新たな融雪・凍結防止設備（ロードヒーティング、湿塩水散布装置

など）の導入を図っております。 

令和 5 年度以降も、引き続き固定式 CCTV から旋回ズーム式 CCTV への更新を

進める等、防災対策機能の強化に取り組んでいきます。 

®
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２．快適・便利の向上への取り組み 

２－１．総合顧客満足度 

「お客さま第一」の経営理念に基づき、安全・円滑・快適を目指し、お客さまに

満足いただける質の高いサービスを提供するため、首都高に対するお客さまの

評価やニーズを把握し、今後のサービス改善のための基礎資料としてお客さま

満足度調査を実施しました。 

２－１－１．令和４年度の取り組み

 令和 4年度においても、「お客さま第一」の経営理念に基づき、お客さまに満

足いただける質の高いサービスの提供に取り組んでいます。 

 首都高に関するお客さまからの総合的なお問い合わせ窓口である『首都高お

客さまセンター』のサービスの向上を図るため、24 時間対応や三者通話方式に

よる多言語化対応（英・中・韓・西・葡）により、多様なお客さまに向けて利用

しやすく、より迅速に丁寧な対応が可能な体制を構築しています。 

 また、ホームページにお問い合わせフォーム（グリーンポスト）を設けて、お

客さまの声をお聞きする等、様々なご意見を承る機会を充実させています。 

 寄せられたお客さまの声については真摯に受け止め、各種の改善に反映して、

サービス向上に役立てており、その改善事例はお客さまへのフィードバックと

してホームページに紹介しています。 

 令和 4年度には 118 件の改善を実施しました。 

 お客さま対応の質の向上を図るとともに、なお一層、お客さまの声を各種の改

善に反映させるため、国際規格「IS010002:2018(JISＱ10002:2019)」の自己適合

宣言（令和 2年 12 月）を行い、お客さまとのより良い関係の構築に努めており

ます。 

 また、毎年度実施しているお客さま満足度調査の結果を受けて重点的に取組

むべき施策を定めるなど、お客さまからのご意見を全社全体の施策に反映し、お

客さま満足度の向上を図っています。 
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過去 3ヶ年のお客さまセンター・グリーンポストのお問い合わせ件数・ご意見件数 

形態 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

お客さまセンター
お問合せ 423,339 件 546,473 件 628,557 件

ご意見等 1,800 件 2,328 件 2,400 件

グリーンポスト 835 件 1,145 件 1,075 件

※お客さまセンター欄中、上段の件数は所要時間、渋滞状況等に関するお問い合わせ件数を、 

下段の件数は上段の件数のうちご意見等に関する件数を示す。 

〈お客さまの声による改善事例〉 

（お客さまの声）国道 4号線沿いに設置されている川口線（上）新郷の入口を案内す

る看板がわかりにくい。間違えて×印方面に右折してしまう車を見

たことがある。 

（ 原 因 ）右折を案内しているのは、当該入口誘導案内標識及び補助看板の設

置位置のすぐ先の交差点ではなく、２つ目の交差点であるため、分

かりにくいと感じるお客さまが存在した。 

（ 対 応 策 ）入口案内標識のレイアウトを変更するとともに、左側の補助看板の

表示内容を見直した。 
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 令和 4年度のお客さま満足度調査においては、「車の流れの改善」「情報提供

の充実」「PA の改善」の重点施策等の施設改善の取り組みや CSR 活動の推進を

行った結果、総合顧客満足度 3.5 ポイントとなり、目標値 3.5 を達成しました。 

【参考】令和 4年度お客さま満足度調査方法 

調査方法 パソコン及びスマートフォン調査 

調査期間 令和 4年 8月 12 日（金）～令和 4年 9月 9日（金）（4週間） 

総回答数 12,028 件 

２－１－２．今後の取り組み 

 お客さまからのご意見は、お客さま目線での改善事項が見える貴重な経営資

源の認識に立ち、会社全体の施策として、的確なお客さま対応プロセスを運用す

ることにより、お客さま満足度の向上を図ってまいります。 

・社長をトップとした推進体制による全社的な取り組み 

・お客さまの声の分析・評価とその活用 

・お客さまのご意見・ご要望に対する着実な対応の実施 

・改善事例等の効果的な広報の実施 

・CS 重点施策の実施 

【アウトカム指標】総合顧客満足度（単位：ポイント） 

指標の定義：CS 調査等で把握するお客さまの満足度［5段階評価］ 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

（R7） 

3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 

《令和 5年度及び中期目標値の考え方》 

 総合顧客満足度は、お客さまの声を各取り組みへ継続的に反映することによ

り一定水準の数値を確保することが極めて重要であると考え、令和 5 年度及び

中期目標値ともに同等の目標値 3.5 ポイントを設定しています。 
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２－２．年間利用台数・企画割引

令和4年度の年間利用台数は365百万台、一日当たりの交通量は99.9万台で、

前年度と比較して 6.3%の増となりました。これは、コロナ禍からの社会経済活

動の正常化が進んでいることにより、増加したものと考えられます。 

利用台数向上の取り組みとして、季節やエリアごとに特色のあるプロモーショ

ンや WEB、ラジオを通じてお客さまへ地域のおすすめドライブ情報等を提供しま

した。 

【アウトカム指標】年間利用台数 

指標の定義：支払料金所における年間の通行台数 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

（R7） 

343 百万台 360 百万台 365 百万台 367 百万台 380 百万台 

《令和 5年度及び中期目標値の考え方》 

引き続き、多様なお客さまサービスの提供の取り組み等により、更なる高速道

路の利用促進を図る予定であり、推定交通量を基にそれぞれの目標値を設定し

ました。 

【アウトカム指標】企画割引 

指標の定義：地域振興や観光振興を目的とした企画割引等の販売件数、実施件

数 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

（R7） 

販売件数 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

実施件数 0 件 0 件 0 件 － － 

《令和 5年度及び中期目標値の考え方》 

引き続き、首都高を利用したお出かけの快適性やドライブの魅力の PR に積極

的に取り組んでいく予定であり、継続して検討を進めます。
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２－３．走行快適性への取り組み

２－３－１．これまでの取り組み 

お客さまが快適に首都高をご利用頂けるよう、道路構造物（舗装）を健全に保

ち、交通の快適性・安全性を確保しています。 

 快適な走行の実現に向け、次のような取り組みを実施しています。 

・日常的な高速道路上の巡回点検、定期的な舗装点検による舗装路面状況の適

切な把握 

・劣化箇所を整理・分析し舗装補修を推進 

・ポットホール多発箇所に対して舗装の打換えを実施 

舗装工事実施状況 

２－３－２．令和４年度の取り組み 

週 2～3回実施する高速道路上巡回点検や徒歩による目視点検により、舗装路

面状況を適切に把握、要補修箇所については      を活用して、補修の優

先順位をつけて補修工事を実施し、良好な路面状態を確保しました。 

令和 4 年度は、要補修車線長 99km（令和 4 年度に新規に要補修となった車線

長 42km と令和 3 年度末要補修車線長 57km）のうち、41km の補修を実施したこ

とにより、目標を達成しました。 

®
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２－３－３．今後の取り組み 

今後も日常的な巡回点検、定期的な舗装点検により舗装路面状況を適切に把

握し、劣化箇所の補修を推進します。 

【アウトカム指標】快適走行路面率 

指標の定義：快適に走行できる舗装路面の車線延長比率 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

(R7) 

97% 97% 97% 97% 97% 

快適走行路面率＝A（MCI※が 5.6 超の延長）／B（総延長）（%） 

※ MCI（Maintenance Control Index 維持管理指標）とは路面の状態を表す管理指標である。 

ひび割れ率（%）、わだち掘れ深さ（mm）から算出している。 

《令和 5年度及び中期目標値の考え方》 

現状の舗装補修実績を維持し、安全・快適な路面状況を確保するため、令和

5年度及び中期目標値は 97%と設定しました。 
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２－４．渋滞削減への取り組み 

当社は、「お客さま第一」の経営理念に基づき、お客さまへ円滑な道路サービ

スを提供するために、所要時間の短縮や渋滞の緩和を進めるとともに、定時性・

安全性を向上させる取り組みを実施しています。 

２－４－１．これまでの取り組み 

渋滞削減に向けて、中央環状線全線開通(平成 27 年 3 月)や横浜北線（平成 29

年 3 月）、横浜北西線（令和 2年 3月）等のネットワーク整備、堀切・小菅 JCT

間と板橋・熊野町 JCT 間の 4 車線化(平成 30 年 2 月・3 月)等の中央環状線機能

強化、エスコートライト設置や区画線改良等の既存の道路を有効に活用する渋

滞対策をこれまで実施しました。 

これらの取り組みにより渋滞は緩和しましたが、上り坂や合流部、交通集中す

る区間などでは、引続き渋滞が発生している状況です。お客さまに更に快適に利

用いただくため、継続的な渋滞対策を推進しています。 

渋滞要因に着目した対策の一覧 

①上り勾配での速度低下対策 

●エスコートライトによる速度低下対策 

●速度回復を促すメッセージの標示 

●付加車線の設置 

●看板や路面標示による上り勾配等の注意喚起 

②合流部の対策 

●交通需要の時間変化に応じた合流部の運用変更 

●入口流入調整 

●拡幅による車線増 

●交通状況に応じた区画線改良 

③交通集中への対策 
●ネットワーク整備 

●各種交通情報の広報 
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２－４－２．令和４年度の取り組み 

令和 4 年度は主に上り勾配部での速度低下対策、合流部での安全性の向上・

円滑化を目的とした対策を実施しました。 

首都高全線の渋滞損失時間は、上記の対策及びコロナ渦からの社会経済活動

の正常化が進んでいることによる利用交通量の増加も含めて、2,270 万台・時/

年となりました。 

令和 4年度に実施した主な対策 

 対策箇所 実施済み対策内容 

①上り勾配での 

速度低下対策 

6 号三郷線（上り） 

加平付近 

・速度回復促進のための注意喚起看板改

良・設置 

(令和 4年 8月) 

湾岸線（東行き） 

 鶴見つばさ橋付近 

・速度回復促進のための注意喚起看板設

置・改良 

(令和 5年 2月)

②合流部の対策
5 号池袋線（下り） 

熊野町 JCT 合流部 

・区画線改良（合流部の白実線化） 

(令和 4年 9月) 

③交通集中への対策 首都高ホームページ 

・渋滞予想カレンダーの掲載 

・長時間規制工事の混雑予想、う回案内の

情報提供（毎月更新） 

① 上り勾配での速度低下対策 

（速度回復を促す注意喚起看板の改良・設置） 

上り勾配では、運転者が意識することなく車両走行速度が低下することがあ

り、これにより交通集中する時間帯に渋滞が発生します。 

6 号三郷線（上り）加平付近では上り勾配での速度低下により慢性的な渋滞

が発生しており、令和 4 年 8 月から既設の速度回復を促す注意喚起看板を改

良し、設置しております。 

湾岸線（東行き）鶴見つばさ橋付近では上り勾配での速度低下により慢性的

な渋滞が発生しており、令和 5 年 2 月から既設の速度回復を促す注意喚起看

板の改良・新設をしております。
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速度回復を促す注意喚起看板の改良・設置（6号三郷線（上り）加平付近） 

速度回復を促す注意喚起看板の改良・新設（湾岸線（東行き）鶴見つばさ橋付近 
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② 合流部の対策（区画線改良（4車線区間合流部車線境界線の白実線化）） 

合流部では交通集中する時間帯において、車線の減少、交通の錯綜により渋滞

や事故が発生します。 

5 号池袋線（下り）熊野町 JCT 合流部における 4車線区間では、5号池袋線（下

り）からの合流時の織込み車両に起因する渋滞が発生しており、令和 4 年 9 月

に渋滞発生及び事故の誘発を軽減することを目的とした区画線改良（4車線区間

合流部車線境界線の白実線化）を実施しました。 

区画線改良（4車線区間合流部車線境界線の白実線化） 

（5号池袋線（下り）熊野町 JCT） 

③ 交通集中への対策（ホームページ等による各種道路交通情報の広報） 

交通集中への対策として、首都高ホームページ、SNS 等を活用した各種交通

情報の広報を行っています。 

令和 4 年度は、過去のデータから各日の渋滞状況の程度を 4 段階で予測し

た「渋滞予想カレンダー」の WEB サイトへの掲載や翌日の渋滞ランクを 4ラン

クで Twitter にて配信する「明日の首都高」等首都高ホームページ、SNS 等を

活用した各種道路交通情報の広報を行っています。また、交通集中の分散や渋

滞回避を目的とし、長時間車線規制工事等の渋滞予想やう回案内をホームペー

ジに掲載しました。 
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渋滞予測カレンダー（令和 4年 12 月～令和 5年 3月版）の例 
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２－４－３．今後の取り組み 

引き続き、「池尻・三軒茶屋出入口間改良（2箇所）」、渋滞要因に応じた区

画線改良や注意喚起板等の既存の道路を有効に活用する渋滞対策を実施してま

いります。 

【アウトカム指標】渋滞損失時間 

指標の定義：渋滞が発生することによる利用者の年間損失時間 

R3 年度

実績値

R4 年度

目標値

R4 年度

実績値

R5 年度

目標値

中期

目標値

（R7）

1,860

万台・時

2,270

万台・時

2,270

万台・時

2,200

万台・時

2,200

万台・時

※目標値は新型コロナウイルス感染拡大前（R1 年度 2,320 万台・時）を基準と

して設定。 

【アウトカム指標】ピンポイント渋滞対策実施箇所 

指標の定義：ピンポイント渋滞対策を実施している箇所 

R3 年度

実績値

R4 年度

実績値

新規着手 0箇所 0箇所

対策実施 2箇所 2箇所

完了 4箇所 4箇所

《令和 5年度及び中期目標値の考え方》 

 首都高グループの『中期経営計画 2021-2023』に基づき、お客さまに更に快適

にご利用いただくため、渋滞損失時間の目標値は、2,200 万台・時と設定してい

ます。 
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２－５．通行止め時間削減への取り組み

２－５－１．取り組みの背景 

首都高は、首都圏における様々な制約下で作られているため道路幅も狭く、交

通事故、災害悪天候により通行止めが余儀なくされる場合があります。 

お客さまの安全と快適走行の実現に向け、通行止め時間を可能な限り少なく

するよう取り組んでいます。本取り組みは、管理の仕様書の作業水準に従い実施

しています。 

２－５－２．令和４年度の状況 

令和４年度実績値は 6 時間であり、前年度に比べ減少しました。これは主に

災害・悪天候（降雪）に伴う通行止め時間の差が要因となっています。 

２－５－３．今後の取り組み 

引き続き、雪の対応について、除排雪体制の強化、除排雪作業の迅速化、積雪・

路面凍結抑止の徹底等の対策を実施し、お客さまの安全確保と通行止めの長期

化防止を図ります。

また、事故車及び故障車の排除業務に係る協定を締結するレッカー業者数を

拡大し、事故処理等の迅速化を推進します。併せて、工事に伴う通行止めを必要

最小限に留めるよう、通行止め時間の減少に努めます。 

【アウトカム指標】通行止め時間 

指標の定義：雨、雪、事故、工事等に伴う年間の平均通行止め時間 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

実績値 

合計 19 時間 6 時間 

災害・悪天候 14 時間 1 時間 

事故・その他 3 時間 3 時間 

工事 2 時間 2 時間 
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２－６．路上工事時間削減への取り組み

２－６－１．取り組みの背景 

首都高は、きめ細かな維持管理が必要な高架構造が全体の約 8 割を占めてお

り、そのうち 6割以上が供用経過年数 30 年以上となっているため、構造物や附

属物の高齢化に伴う点検や補修が増えています。また、その予防保全工事を実施

しているため、路上工事は増加の傾向となっています。 

そのような状況の中、工事方法の工夫により、首都高の路上工事時間を極力削

減し、交通の円滑化及び渋滞減少を目指します。 

２－６－２．令和４年度の取り組み

昼夜連続した長時間車線規制工事（集中工事）により工事を集約化するよう、

年間を通じて計画の策定を行っています。令和 4年度は、3号渋谷線、4号新宿

線、11 号台場線、6 号三郷線、中央環状線、神奈川 3 号狩場線、湾岸線におい

て、鋼床版の耐久性向上工事（SFRC 舗装工事）等を長時間規制工事により計 35

日実施しました。また工事調整会議等を活用し、複数の工事を同時に行う工事の

集約化（コラボ工事）を推進しました。 

長時間車線規制工事の実施状況（SFRC 舗装工事） 

２－６－３．今後の取り組み 

令和 5 年度は 1 号羽田線、4 号新宿線、5 号池袋線、6 号三郷線、7 号小松川

線、中央環状線、11 号台場線、神奈川 3 号狩場線、湾岸線等において、長時間

車線規制工事を実施する予定です。また、過年度より継続している工事の集約化

（コラボ工事）を更に推進させることとしています。 
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◇工事ルールの見直し及び工事予定情報提供について 

構造物の高齢化の進行、過酷な使用状況の中、首都高では日々点検･補修を行

っていますが、今後も、お客さまに安全安心な首都高を提供し続けるために、よ

り多くの点検・補修を行っていく必要があります。 

近年、ネットワークが整備され、経路の選択性が向上したこと等を考慮し、平

成30年4月より以下の工事実施方法を本運用してきました。 

・曜日は定めず、工事渋滞の発生が予想されない交通量の少ない時間帯に工事

を行うことを基本としています。 

・大きな音の出る作業は、沿道の皆様への配慮から23時までに終了させること

としています。そのため、やむを得ず交通量の多い時間帯に行う場合、工事

渋滞の発生が予想される路線については、交通状況を考慮した上で曜日を定

めて実施しています。 

これに加え、令和元年4月からは以下の内容を反映させました。 

・板橋・熊野町JCT及び堀切・小菅JCTの4車線化や外環道（三郷南IC～高谷JCT）

の開通したことによる交通量及び交通流の変更。 

・なお、安全な走行を確保するための緊急工事は上記によらず実施しています。 

今後、料金改定や交通流に変化をもたらしたネットワーク整備などの影響を

考慮しつつ日々の工事渋滞実績等について検証を行い、適宜ルールの見直しを

行います。 

また、この見直しに合わせて、よりきめ細かい工事予定情報をお客さまに提供

できるよう、これまでの日別の情報に加えて、当日における時間帯別情報の提供

を当社Webサイトにて開始しました。 

そして、お客さまの走行安全性の確保等を図るため、令和２年２月から工事集

約化（コラボ）ルールの試行運用を開始しました。 

この取り組みは、路線毎、曜日毎に規制する車線を統一化することにより、コラ

ボ実施及びそれに伴う規制回数の削減を促すこととなるので、引き続き実施い

たします。 

今後も、お客さまの安全で円滑な通行を第一に考え、工事渋滞及び沿道環境保

全に配慮していきます。 
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【アウトカム指標】路上工事による渋滞損失時間 

指標の定義：路上工事に起因する渋滞が発生したことによる利用者の年間損

失時間 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

（R7）※

57 

万台・時 

110 

万台・時 

81 

万台・時 

105 

万台・時 

105 

万台・時 

※令和 4年度～令和 7年度の平均値 

【アウトカム指標】交通規制時間 

指標の定義：道路 1㎞あたりの路上作業に伴う年間の交通規制時間 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

実績値 

交通規制時間 
185 

時間/km 

197 

時間/km 

集中工事を除く 
185 

時間/km 

197 

時間/km 

・路上工事による渋滞損失時間は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進ん

でいることにより交通量が回復傾向にあることから、昨年度より増加傾向。 

・交通規制時間は、昨年度の実績より増加しましたが、昨年度は東京 2020 大会

実施期間の工事抑制により、例年より規制時間が少ない状況でした。令和 2年

度の実績（223 時間/km）と比較すると、規制時間は低減しているため、効率

的な補修工事を継続できていると考えています。 

《令和 5年度及び中期目標値の考え方》 

令和 5年度の路上工事による渋滞損失時間は、前年度の目標値（110 万台・時）

から 3％減じた値とし、105 万台・時としました。中期目標値は、令和 4年度～

令和 7年度の平均値とし、105 万台・時としました。 
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２－７．ETC 利用促進の取り組み 

（１）ETC 利用によるスムーズな走行・環境の改善 

ETC をご利用いただくことで、料金所でのストップ＆ゴーがなくなり、スムー

ズな走行が可能となります。 

また、料金所付近の騒音や排気ガスが減少する等、環境の改善にも大きな効果

があります。 

（２）ETC 利用の環境づくりの促進 

首都高では、高速道路の利用履歴を照会できる ETC 利用照会サービスの提供

や、ETC 利用履歴発行プリンターの設置等、ETC 利用の環境づくりを行っていま

す。 

令和 5 年 3 月現在、首都高の ETC 利用率は 98.1%であり、今後もお客さまに

ETC をご利用いただけるよう努めていきます。 

２－７－１．ETC 利用照会サービス 

インターネット上で、首都高だけでなく全国の高速道路のご利用明細や利用

証明書をご確認・印刷できるサービスです。 

・登録・利用ともに無料 

・クレジットカード会社が発行する ETC カード及び ETC パーソナルカードは過

去 15 か月分、ETC コーポレートカードは過去 62 日間のご利用の確認が可能 

・ETC 無線通行・ETC 非無線通行（ETC カード手渡し精算）ともに確認が可能 

・指定した期間の利用明細（PDF/CSV）・利用証明書（PDF）の出力が可能 

『ETC 利用照会サービス』ご利用の流れ  

②インターネットで検索 ③ＰＤＦ/ＣＳＶで出力①ＥＴＣ通行
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２－７－２．ETC 利用履歴発行プリンター 

お客さまの ETC カードを挿し込み、ボタンを押すだけの簡単操作で、ETC カー

ドに記録された利用履歴を利用明細書として印刷することが可能です。首都高

の全 PA のほか、物流拠点等に設置しています。 

２－７－３．ETC2.0 の利用について 

経路情報の安定的・効率的な把握が可能となる ETC2.0 については、渋滞回避

や安全運転支援、更には経路情報を活用した新たなサービスが導入されて、お客

さまにとって魅力的な機能の充実が進められております。 

首都高全 PA 20 箇所 

当社社屋 4 箇所 

都市計画駐車場 5 箇所 

都内のガソリンスタンド 3 箇所 

物流拠点等その他施設 4 箇所 

設置場所（令和 5年 3月現在） 
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２－７－３－１．令和４年度の取り組み 

令和 4年度は、二輪車及び四輪車に、ETC 車載器

を新規に購入・セットアップ・取付をされる方を対

象とした ETC 車載器助成を、高速道路会社 6 社合

同での全国キャンペーンとして、令和 4 年 1 月か

ら 6月まで実施しました。 

当該キャンペーンを実施したこともあり、ETC2.0 利用率が向上しました。 

２－７－３－２．今後の取り組み 

 引き続き、お客さまへ ETC2.0 をご利用いただくため、適宜、利用促進策を実

施していきます。 

【アウトカム指標】ETC2.0 利用率 

指標の定義：全通行台数（総入口交通量）に占める ETC2.0 利用台数の割合 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

(R7) 

35.7% 36.9% 38.0% 38.4% 40.5% 

《令和 5年度及び中期目標値の考え方》 

令和 4年度の直近の実績値と同程度の伸び率の維持を目標とし、38.4%、40.5%

と設定しました。 



67 

２－８．情報提供の高度化 

首都高では、道路上に設置した情報板だけでなく、ホームページやスマートフ

ォンアプリを活用し、英語や音声等により情報を提供しています。また、お客さ

まのニーズを踏まえ、所要時間や最短経路等の情報や事故等の規制解除見込み

情報を提供しています。 

交通管制システムは、膨大な交通データを迅速に処理しリアルタイムな道路

交通情報を提供できるよう、24 時間・365 日休まずに稼動しています。お客さま

に安全・円滑・快適に首都高をご利用して頂くため、より便利で分かりやすい情

報提供を進めていきます。 

２－８－１．これまでの取り組み 

（１）多様な情報提供への取り組み 

お客さまのご利用計画時から首都高走行中まで、場面に応じた適切な交通情

報をリアルタイムに提供できるよう、様々な取り組みを進めています。ホームペ

ージは英語版を公開し、スマートフォンではアプリ「mew-ti※1」により、リアル

タイムの交通情報提供、経路検索、走行位置に応じた注意喚起情報の提供による

安全運転のサポート及び重要なお知らせの通知を実施しています。また、より多

くのお客さまに情報を提供するため、利用者の多い SNS（Twitter、LINE）を活

用して情報を発信しています。 

※1 首都高のリアルタイム交通情報サービス（Metropolitan ExpressWay   Traffic Information） 

■英語版ホームページ        ■スマートフォンアプリ「mew-ti」 
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■規制解除見込み情報・災害時の注意喚起情報の提供（Twitter） 

（２）交通管制システム AISS'13※の運用・更新 

東京地区のシステムと神奈川地区のシステムを統合した交通管制システム

AISS'13 の運用を平成 25 年 11 月に開始し、供用に合わせ随時更新しています。

併せて、情報提供の信頼性向上に資するバックアップセンターを構築し運用し

ています。更にお客さまから「より便利で分かりやすい内容を案内してほしい」

とのご意見を受け、情報提供機能の改善を実施しています。 

※ AISS’13…Advanced＆Integrated Smartway System 2013 

（３）文字情報板の高度化 

平成 27年 3月より山手トンネルにおける複数の事象発生に対応した情報提供

や自車の走行位置と事象発生区間、ジャンクション、トンネル出口までの位置関

係や所要時間の情報を提供しています。 

また、平成 28 年 4 月より、情報板の視認性向上を目的として白色等を追加し

たマルチカラー板による情報提供を実施しています。 

令和元年度は、文字情報板において山手トンネル等で導入している渋滞状況

のオビ表示箇所の拡大（4号新宿線を追加）、JCT 手前の文字情報板における左

右分割表示（３箇所）、新たなピクトグラム表示（トンネル火災、入口閉鎖）を

導入しました。 
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■オビ表示 

■左右分割表示 

■新たなピクトグラム 

２－８－２．令和４年度の取り組み 

・被災状況の分かりやすい画像等による配信 

より多くのお客さまに情報を提供するため、利用者の多い SNS（Twitter、LINE）

を活用して情報を発信しておりますが、令和 5 年 11 月から 3 月の大雪時には、

事前の注意喚起や通行止めの状況、除排雪等の状況を写真や動画を添付して配

信し、お客さまにきめ細やかな情報提供を行いました。
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■Twitter による配信 

２－８－３．今後の取り組み 

各種情報板やスマートフォンによる交通情報提供を継続すると共に、インタ

ーネット情報（mew-ti、SNS）のリアルタイム性向上、走行状況・路面状況に応

じた注意喚起情報の自動配信の強化や、車種・ユーザー特性に応じた情報のカス

タマイズを行い、お客さまニーズに対応した情報提供を行います。更に、災害時

における滞留車両等への情報提供等、首都高独自情報の充実・強化を図ります。 

引き続き、交通情報に対するお客さまの多様化するニーズに応えるため、ビッ

グデータ解析に基づくユーザーフレンドリーな交通情報の配信、タイムリーか

つ信頼性の高い情報提供サービスの強化に取り組みます。 
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２－９．休憩施設の安全性・利便性向上 

２－９－１．これまでの取り組み 

 生産活動の根幹にある人流・物流を担うバス・トラックドライバーの不足が進

行する中、物流の基幹となる高速道路における職業ドライバーの働き方改革の

観点も踏まえ、確実な休憩機会の確保や休憩施設の更なる利便性の向上が課題

となっております。 

このような状況を踏まえ、より快適に PA をご利用いただくため、これまでに

PA のリニューアル等の施設改善を実施するとともに、地方自治体や観光協会等

と協働した観光振興イベント等の実施に積極的に取り組み、休憩施設の安全性・

利便性の向上を図ってきました。 

２－９－２．令和４年度の取り組み 

令和 4 年 4 月に、川口 PA を川口市のイイナパーク川口（赤山歴史自然公園）

と接続し、川口ハイウェイオアシスとして開業しました。リニューアルにより、

高速道路を降りることなく公園や地域の散策が可能となり、より快適な空間と

なりました。 

また、お客さまに 24時間 365 日温かい食事を提供するため、令和 4年 3月に、

高速道路業界初となるラーメン自動調理販売機を設置し、令和 4 年度中も複数

の PA に展開しています。 

さらに、新型コロナウイルスへの感染防止対策を講じつつ、各 PA でのイベン

トを再開したほか、横浜市、千葉県及び三浦市と連携し、当該地域の魅力を発信

するオンライン上での PA イベントを実施しました。 

川口ハイウェイオアシス オンラインイベント 
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２－９－３．今後の取り組み 

 今後も休憩施設の更なる利便性の向上に向けて、お客さまニーズ等を踏まえ、

管理施設・収益施設の再編による駐車エリアの拡充・店舗の充実、ベビーコーナ

ー設置や電気自動車用急速充電器の増設などの検討を行います。 

 また、引き続き、地方自治体や観光協会等と協働した観光振興イベント等の実

施にも積極的に取り組んでいきます。 

【アウトカム指標】SA・PA の地元利用日数 

指標の定義：地元が販売・イベント等により SA・PA を利用した日数 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

(R7)※

9 日 13 日 16 日 13 日 52 日 

※令和 4年度～令和 7年度の累積値 

《令和５年度及び中期目標値の考え方》 

首都高の利用を促進するため、引き続き地元・地域と連携し、エリアキャンペ

ーン、PA におけるイベントを通じ、周辺エリア等の魅力を広く伝え、首都高を

利用した国内観光を推進していきます。令和 5 年度及び中期目標値は、前年度

と同水準の 13 日/年と設定しました。 
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２－１０．お客さまの視点に立った道路の維持管理 

２－１０－１．これまでの取り組み 

お客さまの視点に立った道路維持管理を進めるため、当社及び当社グループ

会社社員による「ウォッチング（点検）」の他、土木工学専攻の大学生等の

方々を対象に、当社が行っている構造物等の点検業務を体験して頂いたり、補

修工事を見学して頂いたりする「点検・補修デモ」も実施しています。 

２－１０－２．令和４年度の取り組み 

令和４年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮しなが

ら、首都高安全月間の一環として、当社及び当社グループ会社社員による「ウォ

ッチング」（参加人数：139 名）を実施しました。また、InfraDoctor 等をはじ

めとする最新の点検技術の紹介や実業務で活用しているドローンやロボット等

による点検を実演する「点検・補修デモ」（参加人数：92 名）を開催し、参加し

て頂いた土木工学専攻の大学生等の方々に点検・補修工事の重要性をご理解頂

きました。 

２－１０－３．今後の取り組み 

今後も継続して「ウォッチング」や「点検・補修デモ」の活動を実施していき

ます。 

ウォッチング実施状況 

点検・補修デモ実施状況 
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３．環境・景観に配慮した取り組み  

３－１．環境への取り組み  

首都高は、一般道路に比べて、停止・発進の繰り返しが少なく、一定の速度で 

走行しやすいため、二酸化炭素（CO2）等の排出量が少ない走行が可能です。お

客さまに環境にやさしい速度（60～80km/h 程度）で首都高をご利用いただける

よう、ネットワークの整備やボトルネック対策等により、渋滞の緩和に努め、「環

境にやさしい道路」を目指しています。また、道路空間の緑化や沿道環境の保全

等、環境向上のための取り組みを積極的に行っています。  

（１）大橋“グリーン”ジャンクション  

3 号渋谷線と中央環状線をつなぐのが大橋ジャンクションです。環境に配慮し

た“みち”づくりと再開発事業と一体となった“まち”づくりを実現したため、

「大橋“グリーン”ジャンクション」とも呼んでいます。 

大橋“グリーン”ジャンクションでは地球温暖化防止、ヒートアイランド対策、

生物多様性の保全等に積極的に取り組んでいます。 

「おおはし里の杜」は、大橋ジャンクションの内側に位置する大橋換気所の屋

上に作られた自然再生緑地です。かつての目黒川周辺の原風景をモデルにして、

水田、斜面林、草地、せせらぎ、池を整備し、多様な生物の保全に取り組みつつ

管理をしています。水田では、近隣の小学生と共に昔ながらの稲作体験（田植え、

稲刈り、脱穀）を行っており、令和 4年度は、新型コロナウイルス感染防止対策

を踏まえつつ、実施しました。体験を通じて自然学習や農体験、食育など多面的

な学習に寄与しています。 

「おおはし里の杜」では、自然の状態に近い樹形を維持するために過度な刈込

を行わない等生態系を守る取り組みを徹底するとともに、農薬を使わない等自

然環境への配慮も行っております。また、首都高の換気所屋上という特殊な場所

で生態系に配慮しながら緑地空間を創出したことや地域の小学生を招いた稲作

体験などの地域社会への貢献が高く評価され、高速道路会社では初めて社会・環

境貢献緑地評価システム SEGES（シージェス）「そだてる緑」に認定されました。 

その他、大橋ジャンクションの外壁には壁面緑化を行い、周辺環境との調和を

図っています。 
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（２）見沼たんぼ首都高ビオトープ  

埼玉新都心線の見沼たんぼ地区では、「自然共生型の新しい都市高速道路」を

目指し、首都近郊に残された貴重な緑地空間である見沼たんぼ地域の生態系を

再生するため、高速道路の高架下に整備した延長 1.7km、面積 6.3ha のビオト

ープを管理しています。 

自然の自己再生能力を活かしながら、モニタリング（定期的な調査）を行い、

移植した草木をはじめとした動植物の育成のために、最低限必要な管理を行っ

ています。 

見沼たんぼ首都高ビオトープに興味があり、在来種の維持管理作業について

理解を深めたいという方を対象にボランティア活動の募集を行っており、令和 4

年度においても、賛同いただいた地域のボランティアの皆様にご協力いただき

ました。 

おおはし里の杜 稲作体験

見沼たんぼ首都高ビオトープ 地域の皆様によるボランティア活動
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（３）ZEV の普及支援 

首都高では走行時に二酸化炭素を排出しない ZEV（ゼロエミッションビークル）

普及支援の一環として、平和島 PA（上り）、用賀 PA、代々木 PA、志村 PA、八潮

PA、市川 PA、大黒 PA、川口 PA（川口ハイウェイオアシス）の 8つのパーキング

エリアに EV 用急速充電器を設置しています。 

今後も、充電渋滞の解消やステーション不足の解消を目指し、ZEV の普及状況

を踏まえて、EV 用急速充電器の増設を推進していきます。 

（４）今後の取り組み 

 喫緊の社会課題である気候変動への対応として、2050 年カーボンニュートラ

ルを目指し、令和 4年 3月に「首都高カーボンニュートラル戦略」を策定しまし

た。今後はこの戦略に基づき、CO2排出量の削減など環境への取り組みを推進し

ていきます。 

EV 用急速充電器
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３－２．良好な景観・美観への取り組み 

（１）美しい都市景観と快適な走行空間の創造 

首都高には、レインボーブリッジや横浜ベイブリッジ等の都市内のモニュメ

ントとなる美しい構造物があります。一方、規模が大きく、存在感が強い高架橋

等の構造物は、その形状や色彩が景観を構成する要素となる場合が多いため、都

市環境との調和を目指し、景観向上対策を実施しています。 

（２）遮音壁等の附属施設物の更新に伴う修景の推進 

遮音壁等の附属施設物の高齢化が進んでいることから、きめ細やかな点検及

び適切な補修を実施して安全性を確保し、不要となった附属施設物の撤去また

は劣化が著しい箇所の更新を計画的に実施しています。 

更新においては、新技術・新材料を積極的に取り入れて、耐久性や維持管理性

等の機能面にも配慮した上で、橋梁全体の修景を推進しています。 

令和 4年度は、これまで取り組んできた透光型遮音壁のパネル大型化（大型

透光板）の開発及び設置検討を踏まえ、5号池袋線における遮音壁更新箇所に

おいて大型透光板を採用し、設置完了しました。令和 5年度も、引き続き大型

透光板の現場への適用について検討し、修景の推進に取り組みます。      

5 号池袋線における大型透光板への更新 

（３）当社ホームページ企業情報サイト「景観への取り組み」掲載 

当社ホームページの企業情報サイトに掲載している「景観への取り組み」では、

東京 2020 大会に向けた景観向上対策や、新規開通路線の景観について事例を掲

載しており、お客さまに分かりやすく周知しています。今後も景観向上対策につ

いて、事例の追加・更新を継続していきます。

更新前 

(パネルサイズ：高さ750mm×幅1,500mm) 

更新後 

(パネルサイズ：高さ2,000mm×幅3,000mm) 
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４．日々の業務の着実かつ継続的な実施

４－１．清掃業務 

清掃頻度については、概ね管理の仕様書通りの作業水準で行いました。 

特に路面清掃に関しては、継続的に路面の状況を社員が確認し、路面の状態に

応じて清掃頻度を増減させる等、頻度を弾力的に変更しながら管理水準の維持

に努めています。 

路面清掃（機械清掃）

作業名 交通量 
管理の仕様書の 

作業水準 

実際の 

作業回数 

機械清掃 

（右側車線）

40 千台/日未満 12 回/年 12 回/年 

40～60千台/日未満 24 回/年 24 回/年 

60～70千台/日未満 24 回/年 24 回/年 

70 千台/日以上 48 回/年 48 回/年 

機械清掃 

（左側車線）

40 千台/日未満 36 回/年 36 回/年 

40～60千台/日未満 48 回/年 48 回/年 

60～70千台/日未満 72 回/年 72 回/年 

70 千台/日以上 72 回/年 72 回/年 

人力清掃 - 12 回/年 12 回/年 
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４－２．緑地帯の維持管理業務 

首都高をより快適にご利用いただくため、道路内や環境施設帯の樹木の剪定

や草木の伐採･刈込み、パーキングエリア内の植栽等の維持管理を行っています。

これらの緑地帯の維持管理は、走行上の支障を生じさせないこと等を目的とし

て、管理の仕様書に従い必要に応じて実施しています。 

道路路肩脇の植樹の伐採前       道路路肩脇の植樹の伐採後 

パーキングエリア内の植栽 
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４－３．料金収受業務 

４－３－１．料金所での対応 

現金車からの料金収受のみならず、利用率が約 98.1%（令和 5年 3 月実績）と

なっている ETC 車への対応、ETC 機器や料金精算機の操作・運用等、より複雑化、

高度化する料金収受業務について、お客さまからの通行料金を正確かつ迅速に

収受するとともに、お客さまへの適切な接遇を実施しました。 

③料金収受 

首都高グループの一員として使命

感を持ち、お客さまに対して丁寧

に接しています。 

①料金所に入る前の朝礼 

お客さま第一を実践するため、グルー

プ会社独自の研修のほか、日々、サー

ビス向上や緊急時の対応等について

話合いを行います。 

②料金所に入る前の点検 

収受に必要な備品の点検や基本動作

を相互確認し、また、収受技能の向上・

伝承について日常業務を通じて行わ

れています。 

④料金収受後の精算 

料金所勤務終了後、収受した金額

に誤りがないか等複数人で確認の

うえ精算します。 
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４－３－２．料金精算機 

料金所ブース内における料金所係員の執務環境の改善を図り、料金所係員の

業務負担を軽減することを目的として、料金精算機を導入しています。 

料金精算機設置レーンでは、これまでの料金所係員への手渡しに代わり、音声

等の案内によりお客さまご自身が操作、投入することで通行料金をお支払いい

ただきます。 

現在、19 の料金所に設置しています。 

設置料金所 

路線名 料金所名
高速都心環状線 銀座（内）

平和島（下）
鈴ヶ森（上）
永福（上）
外苑（上）
外苑（下）
北池袋（上）
飯田橋（下）
西神田（上）

高速9号深川線 塩浜
高速10号晴海線 豊洲

西池袋（内）
中野長者橋（外）
大師（上）
子安（下）
東神奈川（上）
東神奈川（下） 
みなとみらい（下）

高速湾岸線 杉田（東）

高速1号羽田線

高速4号新宿線

高速5号池袋線

高速中央環状線

高速神奈川1号横羽線
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４－３－３．ETC 専用料金所の導入 

（１）ETC専用化等のロードマップ 

 令和 2年 12 月 17 日に「ETC 専用化等による料金所のキャッシュレス化・タッ

チレス化について」を公表し、公表から約 5 年後の令和 7 年度内に首都高の料

金所の約 9割を ETC 専用化にする予定です。 

ETC を活用することにより、 

・戦略的な料金体系の導入が容易になること等を通じた混雑の緩和など利用 

者の生産性の向上 

・将来的な管理コストの削減 

・高速道路内外の各種支払における利用者利便性の向上 

・料金収受員の人員確保が困難な中での持続可能な料金所機能を維持 

・料金収受員や利用者に対する感染症リスクの軽減 

等に資することから、近年の ETC 利用率の拡大等の社会情勢の変化を踏まえつ

つ、ETC 専用化等による料金所のキャッシュレス化・タッチレス化を推進してま

いります。 
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（２）ETC専用料金所の新たな運用開始 

令和 4年度は、既に「ETC 専用料金所」の運用を開始していた 6箇所（令和 2

年 2月より 1箇所、令和 4年 3月より 5箇所）の料金所に加えて、令和 4年 4月

より 29 箇所の料金所で「ETC 専用料金所」の運用を開始し、令和 5 年 3 月末時

点で 35 箇所の料金所において運用しています。「ETC 専用料金所」の順次拡大

に向けて、引き続き取り組んでまいります。 
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４－４．不正通行対策

ETC の普及に伴い、ETC に関連する不正通行等が発生しています。これらの不

正通行等に対しては、監視カメラの活用等により、通行料金の請求を行っていま

す。 

さらに悪質な不正通行累犯者に対しては、警察への積極的な通報や、割増金を

加えた通行料金の請求・督促及び回収を行っています。 

令和 4年度の具体的な取り組みは、以下の通りです。 

・監視カメラを活用した不正通行等車両の特定、通行料金の請求・回収 

・ETC 車載器載替による不正通行に対する差額料金・割増金の請求・回収 

・他の高速道路会社との情報共有等による連携 

・道路整備特別措置法違反による警察への通報 

令和 5年度以降も、上記取り組みを継続して実施していきます。 

監視カメラを活用した通行料金請求イメージ 

撮影データの伝送

料金所 局等

データ確認

不正通行車両特定

不正通行者へ

請求書送付

ｻｰﾊﾞ

撮影

ｻｰﾊﾞ

不正通行車
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４－５．交通管理業務 

お客さまに安全・円滑・快適に首都高をご利用頂けるよう定期的に巡回パトロ

ールを行い、道路状況、交通状況、気象状況等を常時的確に把握するとともに、

事故車、故障車、落下物等に対して迅速な対応・処理を行っています。また、特

殊車両運用業務では、迅速な本線交通流確保のため、レッカー車、車両積載車、

ホイールローダー車を運用し、事故車、故障車等の排除を行っています。さらに、

車両制限令に定める諸元に違反する車両、特殊な車両の通行に関する許可条件

に違反した車両、積載物不適当車両等に対して指導・取締りを実施しました。 

令和 4 年度の管理状況 

業務名 管理の仕様書の巡回回数 
令和 4年度に実施した 

巡回回数 

定期巡回業務 12 回／日 12 回／日 

※定期巡回業務の巡回回数については、管理の仕様書どおりの頻度で行いました。 

主な事案別処理件数の実績 

業務名 事故 故障 落下物 計 

有事出動業務 8,393 件 9,526 件 20,037 件 37,956 件 

巡回状況 事故処理時状況 
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管制業務             特殊車両運用業務

◇道路法（車両制限令）違反車両取締業務の実績 

首都高では、交通安全上重大事故につながるおそれがあること、また、道路構

造に著しい悪影響を及ぼすことから、車両制限令違反車両に対して取締りを強

化しています。 

令和 4 年度は 1,277 回の取締りを実施するとともに、東京国道事務所との同

時取締りを 15 回実施しました。コードンラインを設定して同時複数箇所で実施

する等、効果的な取締りを推進するとともに、重大な違反者に対しては積荷の軽

減措置を命じる等、違反者の撲滅に向けて厳正な取締りを実施しています。 

（１）積荷の軽減措置 

重大な違反者に対しては、積荷の軽減措置を命じる等、厳正に対応しています。

令和 4年度は、首都高において合計 31 件の積荷の軽減措置等を命じました。 

取締り実施状況 
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（２）首都圏大規模同時合同取締りの実施 

令和 4 年 11 月 9 日に大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会の主催

で、警察、国土交通省、東京都、埼玉県、NEXCO 東日本、NEXCO 中日本と連携し、

首都圏大規模同時合同取締りを実施しました。首都高の2箇所の料金所のほか、

全 21 箇所で同時合同取締りを実施し、合計 23 台の違反車両に対して行政指導

を実施しました。 

        首都圏大規模同時合同取締実施状況 

（３）自動軸重計カメラの画像に基づく警告の実施 

高度化した自動軸重計カメラによって、捕捉率、迅速性が向上し、警告対象者

が拡大しました。また、当該軸重違反者に対する警告を継続して実施しました。 

（４）違反者講習会及び個別訪問の実施 

反復違反者や悪質違反者に対しては、違反者講習会を月 1回実施して、是正指

導を行っています。 

また、違反行為に厳正に対処するため、講習会の欠席者に対して個別訪問を実

施し、道路法違反の是正指導を実施しました。 

（５）大口・多頻度割引停止措置等 

平成 28 年 10 月 1 日から車両制限令違反情報を高速道路 6 会社で共有し、大

口・多頻度割引停止措置等を実施しており、更に、平成 29 年 4 月 1 日から、割

引停止措置等をより強化し運用しています。 
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（強化した内容） 

 ・即時告発の事実をもって割引停止を実施 

 ・違反点数区分を見直し 

 ・違反点数の累積期間を 2年間に拡大 

 ・軸重超過を違反点数区分に追加 

【アウトカム指標】車限令違反取締

指標の定義：高速道路上で実施した車限令違反車両取締 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値※3

取締実施回数 791 回 1,200 回 1,277 回 1,200 回 1,200 回 

引き込み台数 395 台 ― 600 台 ― ― 

措置命令件数※1,2 38 件 ― 92 件 ― ― 

即時告発件数 0 件 ― 0 件 ― ― 

※1 措置命令 ： 車両制限令に定める諸元（軸重 10ｔ以下、長さ 12ｍ以下等）に違反して車両を通行さ

せている者等に対して、機構発出の措置命令に基づき、積荷の軽減措置、通行の中止又

は一般道への排出措置を行います。 

※2 措置命令 92 件のうち、軽減措置等を 31 件行っています。 

※3 令和 4年度～令和 7年度の平均値 

《令和 5年度及び中期目標値の考え方》 

取締人員体制や違反者動向等を考慮し、より効率的かつ効果的な取締計画と

なるよう最適な取締回数として、令和 5 年度及び中期目標値は 1,200 回と設定

しました。 
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第３章 高速道路管理業務に関する各種データ

１．高速道路管理業務に要した費用等

 高速道路の維持、修繕その他の管理は、維持修繕業務（清掃、植栽、点検、補

修）や管理業務（料金収受、交通管理）等の費用計上される計画管理費と、新た

に資産形成の対象となる修繕費（債務引受額）により行っています。それぞれの

令和 4年度の実績は以下のとおりです。 

１－１．計画管理費

（１）維持修繕業務 

（単位：億円（切捨））

分類 項目 主な業務内容 
R4 年度 

実績 

R3 年度 

実績 

維持修繕費 清掃 土木 
路面清掃，排水施設清掃， 

トンネル壁面，標識等の清掃 
33  24 

    施設 電気、機械、建築施設の清掃  7  7 

  緑地帯管理 緑地帯の維持管理  7 10 

  点検保守 土木 土木構造物の点検保守  72  73 

    電気 電気施設の点検保守  41  41 

    機械 機械施設の点検保守  34  30 

    建築 建築施設の点検保守  4  3 

道路本体

及び 
構造物 土木構造物の補修  45  56 

附属施設

の補修 
塗装 鋼橋の塗装補修  0  0 

    舗装 舗装の補修  10  7 

    伸縮継手 伸縮継手の補修  7  5 

    附属施設 
附属施設（排水管、標識、 

電気設備、機械設備）の補修 
55  48 
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（単位：億円（切捨））

分類 項目 主な業務内容 
R4 年度 

実績 

R3 年度 

実績 

維持修繕費 緊急応急 
緊急応急 

処理等 

交通事故や自然災害等に対する

緊急応急処理 
35  31 

    雪凍対策 除雪作業、凍結防止剤散布等  20  20 

 光熱水費   
照明など道路の維持に必要な 

電気料、水道料等 
44  32 

 その他   調査、検討業務等  23  23 

計        444  416 

令和４年度計画額：394 億円 

※端数処理の関係上、計が合わないことがあります。 

＜計画と実績の主な乖離理由＞ 

清掃   …滞水予防のための事前清掃の実施に伴う増（+5 億円） 

緑地帯管理…走行安全性向上及び景観向上のための体制強化による増（+5 億円） 

 点検保守 …点検困難箇所による増（+27 億円） 

  補修   …点検結果に基づく補修時期の見直し及び補修作業の効率化等による減

（-49 億円） 

 緊急応急 …自然災害対応等に伴う体制強化による増（+17 億円） 

 雪凍対策 …雪凍対策に伴う体制強化による増（+14 億円） 

 光熱水費 …電気代単価が上昇したことによる増（+16 億円） 

 その他  …研究開発による増（+12億円） 
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（２）管理業務  

  （単位：億円（切捨）） 

分類 項目 主な業務内容 
R4 年度 

実績 

R3 年度 

実績 

管理業務費 料金収受業務 料金収受業務  90 91 

  交通管理業務 巡回、交通管制、取締業務  45 42 

  クレジット手数料 クレジットカード会社への手数料  36 33 

  その他 管理局社屋管理費等  64 70 

計   236 237 

令和４年度計画額：209 億円 

※端数処理の関係上、計が合わないことがあります。 

＜計画と実績の主な乖離理由＞ 

 交通管理業務  …巡回体制強化による交通管理業務委託費の増（+15 億円） 

 クレジット手数料…ＥＴＣ利用率の計画実績の差による減（-12 億円） 

 その他     …料金徴収施設の補修等による増（+24 億円） 
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１－２．修繕費（債務引受額）

（単位：億円） 

業務名 
令和 4年度 

実績額 主な工事内容 

工事費 495   

  橋梁修繕 339 ｺﾝｸﾘｰﾄ片剥落対策、壁高欄補修等、 

鋼構造物の疲労亀裂補修等、 

伸縮装置取替 

  トンネル修繕 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ片剥落対策等 

  土工修繕 0 防草シートの設置等 

  舗装修繕 49 高機能舗装への打換え等 

  交通安全施設修繕 7 案内標識板取替及び設置、注意喚起カラー舗装設置等 

  交通管理施設修繕 6 交通管制中央装置、テレビカメラ装置等の改修等 

  休憩施設修繕 1 パーキングエリアの建物及び附属設備の改修 

  雪氷対策施設修繕 0 雪氷対策施設の改修 

  環境対策 4 遮音壁の改修 

  トンネル防災 15 トンネル防災設備の改修 

  電気施設修繕 30 照明設備、標識灯具、高圧ケーブル等の改修 

  通信施設修繕 2 非常電話設備、通信用ケーブル等の改修 

  建築施設修繕 30 建物及び附属設備の改修 

  機械施設修繕 7 トンネル換気設備及び附属設備、軸重設備及び附属設備等

の改修 

その他費 100 調査設計費、施工管理費、一般管理費、利息、消費税等 

計 595  

※端数処理の関係上、計が合わないことがあります。
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１－３．特定更新等工事費（修繕）（債務引受額）

（単位：億円）

業務名 
令和 4年度 

実績額 主な工事内容 

工事費 92   

橋梁修繕 92 
鋼構造物の疲労亀裂補修、鋼床版の SFRC 補強等、 

コンクリート構造物の剥落防止対策等 

 トンネル修繕 0  

 土工修繕 0  

 防護施設修繕 0  

その他費 25 施工管理委託費、測量及び試験費、用地及び補償費、

一般管理費、利息、消費税等 

計 117  

※端数処理の関係上、計が合わないことがあります。 
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１－４．高速道路事業のコスト縮減等への取り組み

平成 28 年度に見直しがなされた新たなインセンティブ助成制度に基づき、対

象となるコスト縮減対策を実施した工事の抽出を行いました。 

【アウトカム指標】インセンティブ助成 

指標の定義：新設改築・更新・修繕等でのインセンティブ助成 

R3 年度 

実績値 

R4 年度 

目標値 

R4 年度 

実績値 

R5 年度 

目標値 

中期 

目標値 

(R7)※

認定件数 1 件 1 件 0 件 1 件 4 件 

交付件数 2 件 ― 0 件 ― ― 

交付額 8 百万円 ― 0 百万円 ― ― 

※令和 4～7年度の累計値

《令和 5年度及び中期目標値の考え方》 

令和 5年度及び中期目標値は１件/年の認定を目指します。



２．アウトカム指標一覧

419 370 370

新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛要請が緩和
されたことで酒酔い者等の立入りが増加した。
また、近年、認知症疑い者による立入事案が増加している
ことで、令和4年度は目標達成とはならなかった。
引き続き、立入多発箇所を中心とした現地対策および広報
を活用した対策を行い、立入事案件数の減少に努めてい
く。

人等の立入事案件数［単位：件］
歩行者、自転車、電動機付自転車等が高速道路に立入り、保護した事案の件数

逆走事故件数［単位：件］※２

逆走による事故発生件数

【逆走事故をなくす】

令和4年度は、本線Uターン（酒気帯び運転によるもの）に
よる事故が発生したため、目標達成とはならなかった。
今後は、検知システム等による逆走事案の早期発見・早期
確保によって、逆走事故に至らせないよう対策に努めてい
く。5

3

【人の立入をへらす】

381 380

令和３年度
実績値

令和４年度
目標値

令和４年度
実績値

令和５年度
目標値

中期目標値※１

8.1

会社コメント

9.2 8.6 9.0 9.0

【死傷事故をへらす】
Ⅰ－１．安全・安心の確保（交通安全対策）

■死傷事故率［単位：件/億台キロ］※２※３

自動車走行車両１億台キロあたりの死傷事故件数

令和4年度は交通量の増加に伴い、追突事故、車両接触事
故が増加した。一方でカーブ区間における舗装打換、車両
交錯の発生しやすい区間における区画線改良等の対策を
行ったことで、死傷事故に繋がりやすい施設接触事故が減
少し、目標を達成した。
引き続き、事故多発箇所を中心とした対策により、安全対
策に努めていく。

指標分類

0 1 0 0

逆走事案件数［単位：件］※２

交通事故又は車両確保に至った逆走事案の件数
8



径間単位

径間単位

径間単位

83.0

修繕着手済橋梁数［単位：橋又は径間］
点検１巡目：平成26年度から平成30年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳ
と診断された橋梁の内、当該年度までに修繕（設計を含む）に
着手した橋梁数
点検２巡目：令和元年度から当該年度の前年度までに判定区分
Ⅲ、Ⅳと診断された橋梁の内、当該年度までに修繕（設計を含
む）に着手した橋梁数
下段の（）内は、要修繕橋梁数［単位：橋又は径間］で、当該
年度の前年度までに点検し、判定区分、Ⅳと診断された橋梁数
※４※５※６※９※10

89.8 89.2
【橋梁修繕着手率】
点検1巡目の橋梁の点検で緊急を要する区分Ⅳの橋梁はな
く、修繕が必要な区分Ⅲの橋梁は590径間であり、全橋梁
の修繕に着手済み。（修繕着手率100%）
点検2巡目の橋梁の点検でも緊急を要する区分Ⅳの橋梁は
なく、修繕が必要な区分Ⅲの橋梁は147径間（令和3年度迄
の点検診断分）であり、そのうち修繕に着手した橋梁は
132径間、修繕着手率は89.8%であった。
引き続き、高速道路利用者又は第三者に被害を生ずる恐れ
のある損傷は速やかに応急対応するとともに、橋梁毎の損
傷状況等を踏まえ修繕計画を策定し、次回の点検までに措
置を講じるよう実施していく。

【橋梁の点検率】
令和元年度に省令点検の2巡目を開始し、橋梁の点検は全
12,144径間のうち10,575径間（点検率：87％）を実施し
た。（令和4年度点検実施数：2,448径間）
引き続き、計画的に点検を実施していく。

100

点検２巡目に発見された要修繕橋梁に対する修繕着手率

83.5

13281

Ⅰ－２．安全・安心の確保（構造物保全）

【構造物を安全に安心して使い続ける】

(  590  ) (  590  )

590

87
橋梁の点検率［単位：％］
省令に基づく点検の実施率【累計】※７※８※９※10

橋梁修繕着手率（単位：％）
点検１巡目：平成26年度から平成30年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳ
と診断された橋梁の内、当該年度までに修繕（設計を含む）に
着手した橋梁数の割合
点検２巡目：令和元年度から当該年度の前年度までに判定区分
Ⅲ、Ⅳと診断された橋梁の内、当該年度までに修繕（設計を含
む）に着手した橋梁数の割合※４※５※６※９※10

点検１巡目に発見された要修繕橋梁に対する修繕着手率

100 100 100

100

590

点検１巡目に対する進捗状況

径間単位

径間単位

点検２巡目に対する進捗状況

(  97  ) (  147  )

67
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修繕着手済トンネル数［単位：箇所］
点検１巡目：平成26年度から平成30年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳと診断されたトンネルの
内、当該年度までに修繕（設計を含む）に着手したトンネル数
点検２巡目：令和元年度から当該年度の前年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳと診断されたトン
ネルの内、当該年度までに修繕（設計を含む）に着手したトンネル数
下段の（）内は、要修繕トンネル数［単位：箇所］で、当該年度の前年度までに点検
し、判定区分、Ⅳと診断されたトンネル数※５※９※10※11

100

点検２巡目に発見された要修繕道路附属物等に対する修繕着手率

100 100 100 88.9

点検１巡目に対する進捗状況

78

100

道路附属物等の点検率［単位：％］
省令に基づく点検の実施率【累計】※７※８※９※10

(  5  )

12

(  12  )

(  4  )

(  1  )

点検２巡目に対する進捗状況

61

65

1

点検２巡目に対する進捗状況

4 5

86 100

修繕着手済道路附属物等数［単位：施設］
点検１巡目：平成26年度から平成30年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳと診断された道路附属物
等の内、当該年度までに修繕（設計を含む）に着手した道路附属物等数
点検２巡目：令和元年度から当該年度の前年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳと診断された道路
附属物等の内、当該年度までに修繕（設計を含む）に着手した道路附属物等数
下段の（）内は、要修繕道路附属物等［単位：箇所］で、当該年度の前年度までに点検
し、判定区分、Ⅳと診断された道路附属物等※５※９※10※12

道路附属物等修繕着手率（単位：％）
点検１巡目：平成26年度から平成30年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳと診断された道路附属物
等の内、当該年度までに修繕（設計を含む）に着手した道路附属物等数の割合
点検２巡目：令和元年度から当該年度の前年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳと診断された道路
附属物等の内、当該年度までに修繕（設計を含む）に着手した道路附属物等数の割合※

５※９※10※12

点検１巡目に発見された要修繕道路附属物等に対する修繕着手率

100 100 100

(  12  )

【道路附属物等修繕着手率】
点検1巡目の道路附属物等の点検で緊急を要する区分Ⅳの
道路附属物等はなく、修繕が必要な区分Ⅲの道路附属物等
は12施設であり、全12施設の修繕に着手済み。（修繕着手
率100％）
点検2巡目の道路附属物等の点検でも緊急を要する区分Ⅳ
の道路附属物等はなく、修繕が必要な区分Ⅲの道路附属物
等は5施設（令和3年度迄の点検診断分）であり、全施設の
修繕に着手済み。（修繕着手率100％）
引き続き、高速道路利用者又は第三者に被害を生ずる恐れ
のある損傷は速やかに応急対応するとともに、道路附属物
等毎の損傷状況等を踏まえ修繕計画を策定し、次回の点検
までに措置を講じるよう実施していく。

【道路附属物等の点検率】
令和元年度から省令点検の2巡目を開始し、道路附属物等
の点検は全1,337施設のうち1153施設（点検率：86％）を
実施した。（令和4年度点検実施数：281施設）
引き続き、計画的に点検を実施していく。

100 100 100 100

- 100 100 100
【トンネル修繕着手率】
点検1巡目のトンネルの点検で緊急を要する区分Ⅳのトン
ネルはなく、修繕が必要な区分Ⅲのトンネルは6箇所であ
り、全トンネルの修繕に着手済み。（修繕着手率100%）
点検2巡目のトンネルの点検でも緊急を要する区分Ⅳのト
ンネルはなく、修繕が必要な区分Ⅲのトンネルは1箇所で
あり、当該トンネルの修繕に着手した。（令和3年度迄の
点検診断分）
引き続き、計画的に点検を行い、必要に応じて対策方法の
検討及び補修を実施していく。

【トンネルの点検率】
令和元年度に省令点検の2巡目を開始し、トンネルの点検
は全67箇所のうち52箇所（点検率：78％）を実施した。
（令和4年度点検実施数：11箇所）
引き続き、計画的に点検を実施していく。

トンネル修繕着手率（単位：％）
点検１巡目：平成26年度から平成30年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳと診断されたトンネルの
内、当該年度までに修繕（設計を含む）に着手したトンネル数の割合
点検２巡目：令和元年度から当該年度の前年度までに判定区分Ⅲ、Ⅳと診断されたトン
ネルの内、当該年度までに修繕（設計を含む）に着手したトンネル数の割合※５※９※

10※11

点検２巡目に発見された要修繕トンネルに対する修繕着手率

点検１巡目に発見された要修繕トンネルに対する修繕着手率

トンネルの点検率［単位：％］
省令に基づく点検の実施率【累計】※７※８※９※10

点検１巡目に対する進捗状況

6

0

(  0  )

(  6  ) (  6  )

6



新規着手箇所数

対策実施箇所数

完了箇所数
H27以降の累積値

災害・悪天候

事故・その他

工事

交通規制時間

集中工事を除く
※17

0

(車限令)措置命令件数［単位：台］
措置命令を行った件数

(車限令)即時告発件数［単位：台］
即時告発を行った件数

791 1,200(車限令)取締実施回数［単位：回］
高速道路上で実施した車限令違反車両取締の回数

(車限令)引込み台数［単位；台］
取締により引き込んだ台数

57 110 81 105 105

14

600

38 92

395

【地震に強い道路をつくる】

橋梁の耐震補強完了率［単位：％］
15ｍ以上の橋梁数に占める耐震性能２を有する橋梁数の割合※13※14

渋滞損失時間［単位：万台・時］
渋滞が発生することによる利用者の年間損失時間

【路上工事の渋滞を最小化する】

【構造物に悪影響を及ぼす違反をなくす】

令和4年度は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響や東
京オリンピック・パラリンピック実施期間の工事抑制等に
より規制時間が少なかった令和3年度に比べ増加している
ものの、交通量の少ない時間帯での工事実施や、工事を集
約化するなど交通規制時間を減らす取り組みを日々行うこ
とで目標を達成した。
令和5年度は、引き続き、工事の集約や新たな工事ルール
の運用により、お客さまへの影響が最小限となるような取
組みを行っていく。

路上工事による渋滞損失時間［単位：万台・時］
路上工事に起因する渋滞が発生したころによる利用者の年間損失時間※16

ピンポイント渋滞対策実施箇所
［単位：箇所］
ピンポイント渋滞対策を実施している箇所数

4

交通規制時間
（路上工事に伴う交通規制時間）
［単位：時間/km］
道路１kmあたりの路上工事に伴う交通規制時間

185 197

185

3

【渋滞損失時間・ピンポイント渋滞対策】
令和４年度は主に上り勾配部での速度低下対策、合流部で
の安全性の向上・円滑化を目的とした対策を実施した。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響からの社
会経済活動の正常化が進んでいることによる利用交通量の
増加もあり、渋滞損失時間は2,270万台・時/年と増加し
た。
引続き交通状況を注視するとともに、渋滞要因に応じた区
画線改良や注意喚起板等の既存の道路を有効に活用する渋
滞対策を行っていく。

【通行止め時間】
令和4年度は、降雪に伴う通行止を最小限に留める事が出
来たため、災害・悪天候の通行止め時間が大幅に減少し
た。
引き続き、災害・悪天候時の「通行止め時間の最小化」に
努めるとともに、工事による通行止を必要最小限に留める
等、通行止め時間の減少に努める。

2

1

0 0

1,860 2,270 2,270 2,200 2,200

2

4

2

197

100 100 100
速やかな機能回復が可能な性能を示す既設道路橋の耐震性
能2は全橋梁で満足している（全127橋のうち127橋）。
引き続き、更なる対策を計画的に実施していく。

Ⅱ．快適な走行サービスの提供

10098.4

【渋滞をへらす】

令和4年度は、国、交通管理者と連携した合同取締りなど
効果的な取締りを推進し、目標を達成した。
今後も国、交通管理者と連携した合同取締りを実施すると
ともに、軸重計データの活用により違反者動向を踏まえ、
より効率的かつ効果的な取締りを実施していく。

0

1,277 1,200 1,200

通行止時間
（事故・工事・災害に伴う交通規制時間）
［単位：時間］
雨、雪、事故、工事等に伴う年間の平均通行止め時間
※15

3

2



(企画割引)販売件数［単位：千件］
地域振興や観光振興を目的とした企画割引等の販売件数

(企画割引)実施件数
地域振興や観光振興を目的とした企画割引等の実施件数

Ⅳ．コスト縮減

1,104

【資産を有効活用する】

1,121

0 1 0 1 2
令和4年度も対象となる占用要望がなく入札占用の実績は
無かった。引き続き、事務委託契約等に基づき適切に対応
していく。

占用申請に対し、機構との間で締結している事務委託契約
等に基づき適切に対応し、令和3年度と比較して占用件
数、占用料収入は共に増加した。
令和5年度も占用ニーズに応じて道路空間の有効かつ適正
な活用に取り組んでいき、事務委託契約等に基づき適切に
対応していく。

1,007

1 1

【新技術の活用などによるコスト縮減を続ける】

8 0

令和4年度は助成対象となる工事はなかった。
引き続き、新技術・新工法の開発、現場での創意工夫等に
よる積極的なコスト縮減を目指していく。

0 1 4

13 52
ＳＡ・ＰＡの地元利用日数［単位：日］
地元が販売・イベント等によりＳＡ・ＰＡを利用した日数

97 97 97 97

【走りやすい道路を維持する】

Ⅲ．地域との連携
【観光振興に貢献する】

【地域に施設を開放する】

ー ーー

高速上の巡回点検や徒歩による目視点検により、舗装路面
状況を適切に把握している。要補修箇所については、i-
DREAMsを活用して、優先順位をつけ計画的に舗装補修を約
41km・車線実施し、中期目標値を達成した。
引き続き、計画的に舗装補修を実施していく。

快適走行路面率［単位：％］
快適に走行できる舗装路面の車線延長比率

2 0

97

ー ー ー

【道路空間を地域に開放する】

1,015 1,007 1,017 1,012

ー ー

9 13 16

首都高を取り巻く周辺状況を踏まえ、 実施の必要性につ
いて引き続き検討する。

令和4年度は地方自治体、観光協会等との連携に向けて働
きかけた結果、目標を達成した。
令和5年度も地方自治体、観光協会等と調整を実施してい
く。

ー ー

インセンティブ助成交付額［単位：百万円］
新設・改築、更新・修繕等でのインセンティブ助成の交付額※19※20

占用件数［単位：件］
道路占用件数※18

道路占用による収入［単位：百万円］※18

入札占用件数［単位：件］
入札専用制度による専用件数

インセンティブ助成認定件数［単位：件］
新設・改築、更新・修繕等でのインセンティブ助成の認定件数※19

インセンティブ助成交付件数［単位：件］
新設・改築、更新・修繕等でのインセンティブ助成の交付件数※19



3.5 3.5 3.5

「お客さまの声」の中から改善につながる事案を抽出し、
過年度の総合顧客満足度調査結果を受けて重点的に取り組
むべき施策を定め、施設改善に取り組むことにより、令和
4年度は目標値を達成した。お客さまのご意見は、改善事
項が見える貴重な経営資源であるとの認識に立ち、的確な
対応プロセスを運用することにより、引き続き総合顧客満
足度の更なる向上を目指す。

343 360

40.5
車載器助成キャンペーン等の利用促進策を通じて、利用率
は向上した。今後も利用率向上に向けて、適宜利用促進策
の策定・実施を行っていく。

総合顧客満足度［単位：ポイント］
CS調査等で把握するお客さまの満足度〔5段階調査〕

年間利用台数［単位：百万台］
支払料金所における年間の通行台数※21

ＥＴＣ2.0利用率［単位：％］
全通行台数（総入口交通量）に占めるETC2.0利用台数の割合

Ⅴ．総合的な取組の推進
【サービスの向上に努める】

【利用者を増やす】

【ETC2.0の普及を促進する】

35.7 36.9 38.0 38.4

3.4 3.5

365 367 380

令和4年度は新型コロナウイルス感染症の影響からの社会
経済活動の正常化により、前年度と比較して増加した。
引き続き、多様なお客さまサービスの提供の取組み等によ
り、更なる高速道路の利用促進を図る。



※1  中期的なサービス水準を示すため、会社の現行中期経営計画期間内の取組計画をもとに、令和3年度までの傾向（トレンド）により算出した参考値であり、新たに会社の中期経営計画を策定する際など

に見直す場合がある。 

※2  数値は、1/1～12/31 間の年間値。 

※3  警察庁調べ 

※4 平成 26年 7 月より施行されたトンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成26 年国土交通省告示第426号）に基づき橋梁毎に総合的に健全性が診断された橋梁。 

※5  修繕（設計を含む）に着手または完了したもの。 

※6  径間とは、高架橋及び橋等に係る支点（橋脚または橋台）間をいう。 

※7  令和元年度以降の省令点検 2巡目については、管理施設数に対する令和元年度から当該年度までの点検数の比率を示している。（管理施設数は平成31年 4 月 1日時点の数量を基準とする。） 

※8 表記上、小数第一位にて四捨五入している。 

※9 点検 2巡目の令和4年度目標値には、令和4年度以前に着手した資産数も含む 

※10 点検 2巡目の令和5年度目標値には、令和5年度以前に着手した資産数も含む 

※11 平成 26年 7 月より施行されたトンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成26 年国土交通省告示第426号）に基づきトンネル毎に総合的に健全性が診断されたトンネル。 

※12 平成 26年 7 月より施行されたトンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成26 年国土交通省告示第426号）に基づき道路附属物等毎に総合的に健全性が診断された道路附属物等。 

※13 兵庫県南部地震と同程度の地震においても軽微な損傷に留まり、速やかな機能回復が可能な耐震対策が完了した橋梁の割合。     

※14 会社の現行中期経営計画期間内の取組計画をもとに算出した計画値であり、新たに会社の中期経営計画を策定する際などに見直す場合がある。 

※15 上下線別の通行止め時間に距離を乗じた年間のべ時間・距離を営業延長で除算したもの。 

※16 本線渋滞損失時間に全体の渋滞量（渋滞距離と渋滞時間を乗じたもの）に対する路上工事に起因する渋滞量の割合を乗じたもの。 

※17 集中工事を除いた交通規制時間とは、お客さまが迂回や時間・日程調整など回避行動をとることができるよう区間・期間を事前に広く広報した上で行う工事を除いた交通規制時間である。 

※18 数値は占用ニーズに影響を受けるため、令和5年度目標は過去3年間の平均としている。 

※19 インセンティブ助成とは、高速道路の新設、改築、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助成するための仕組みをいう。 

※20 表記上、小数第一位にて四捨五入しているが、0.5 百万円未満の場合は、小数第二位にて四捨五入を行っている。 

※21 支払い料金所を複数回通過した場合でも「1台」として集計。 



＜参考＞ 道路資産データ等

（１）道路構造物延長 
供用延長 平均経過 

年数 

（年） 

備考 

（km） 

高 架 

（km） 

半地下 

（km） 

トンネル

（km） 

平面土工

（km） 

全線合計 327.2 245.0 18.9 47.3 16.0 37.2 

（２）供用経過年数分布 

（３）利用交通量 
利用交通量（千台/日） 

備考 
全体 軽･二輪 普通車 中型車 大型車 特大車 

全線合計 999 105 677 115 87 14 令和 4年度データ 

※端数処理の関係上、計が合わないことがあります。 

（４）ＥＴＣ利用率
ＥＴＣ利用率（%） 

備考 
全体 軽･二輪 普通車 中型車 大型車 特大車 

全線合計 98.1 94.1 98.3 99.0 99.6 98.8 令和 4年度データ 

経過年数区

分 
延長 

累積 

延長 
構成比 

累積 

構成比 

50 年以上 101.3 101.3 30.96% 30.96%

45 年～49 年 30.4 131.7 9.29% 40.25%

40 年～44 年 25.9 157.6 7.92% 48.17%

35 年～39 年 43.3 200.9 13.23% 61.40%

30 年～34 年 19.1 220 5.84% 67.24%

25 年～29 年 27.8 247.8 8.50% 75.73%

20 年～24 年 33.2 281 10.15% 85.88%

15 年～19 年 12.5 293.5 3.82% 89.70%

10 年～14 年 7.8 301.3 2.38% 92.08%

5 年～9年 18.8 320.1 5.75% 97.83%

4 年以下 7.1 327.2 2.17% 100.00%

総計 327.2 327.2km 100.00% 100.00%

（令和 5 年 3 月末現在）

50年以上

40～49年

30～39年

20～29年

10～19年

9年以下

（令和 5 年 3 月末現在）



（５）令和４年度の気象状況

【参考】令和３年度、令和４年度における 1時間以上の通行止め実績 

事象 年度 事故 
異常気象 

地震 計 
台風 強風 濃霧 積雪 凍結 滞水 

通行止め 
令和 3年度 28 回 2 回 0 回 0 回 46 回 5 回 0 回 36 回 117 回 

令和 4年度 42 回 0 回 2 回 0 回 4 回 0 回 5 回 0 回 53 回 

降水記録（気象庁ホームページより）
降水量[mm] 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和3年度 156.0 99.5 168.5 310.0 382.5 222.5 199.5 93.0 116.0 22.5 71.0 110.5
令和4年度 224.5 198.0 64.0 233.0 105.0 310.0 118.0 102.5 56.5 15.5 40.5 145.0
令和3年度 155.5 113.5 113.5 368.0 274.0 197.5 209.5 127.5 134.5 21.0 59.5 103.5
令和4年度 255.5 177.0 87.5 210.0 146.0 305.5 123.5 104.5 64.0 16.5 41.0 140.0

降雪記録（気象庁ホームページより）
降雪の深さ合計[cm] 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和3年度 - - - - - - - - - 10 2 -
令和4年度 - - - - - - - - - - - -
令和3年度 - - - - - - - - - 8 - -
令和4年度 - - - - - - - - - - - -

観測地点 東京

観測地点 横浜

観測地点 東京

観測地点 横浜
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